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この公募は、平成２０年度の予算成立後できるだけ早く研究開発を開始でき

るようにするため、予算成立前に公募を行うこととしているものです。今後、

内容等に変更があり得ることをあらかじめご了承ください。  

 

 戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE[1]）は、情報通信技術（ICT）分野

の研究開発における競争的資金制度[2]です。総務省が定めた戦略的な重点研究

開発目標を実現するために、ICT におけるシーズの創出、研究者や研究機関に

おける研究開発力の向上、世界をリードする知的財産の創出、国際標準を獲得

することなどを目的として、新規性に富む研究開発を支援する制度です。 

 

 優れた研究成果を生み出す研究開発システムの構築には、競争的な研究環境

の醸成が必要です。そのためには、競争的資金制度を拡充・改革し、効果的に

活用していく必要性が、「科学技術基本計画」（平成 18 年 3 月閣議決定[3]）や「ユ

ビキタスネット社会に向けた研究開発の在り方について～ＵＮＳ戦略プログラ

ム～」（平成 17 年 7 月総務省情報通信審議会答申[4]）において示されています。 

 本制度は、ICT 分野の競争的資金制度として、平成 14 年度からスタートしま

した。本制度では、総務省が定めた戦略的な研究開発重点領域における目標を

実現するために、国際競争力の強化、国民の安心・安全の確保、個の活力の増

進、地域の活性化などに貢献して豊かなユビキタスネット社会を築く研究開発

課題を支援し、我が国の ICT 分野の研究開発力を一層向上させることを目的と

して実施しています。 

 

 

 

[1] Strategic Information and Communications R&D Promotion Programme 

[2] 競争的資金制度： 研究資金の配分機関が広く研究開発課題を募り、専門家を含

む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて、提案され

た課題の中から実施すべき課題を採択し、当該課題を実施するための研究開発資

金を研究者等に配分する制度。 

[3] http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kihon/main5_a4.htm 

[4] http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050729_7.html 
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１ 制度の概要 
総務省は、他省庁の競争的資金制度などで実施していない新規の研究開発課

題を以下の５つのプログラムにおいて公募し、厳正な評価を経て研究開発課題

を採択し、当該研究開発課題を実施する研究者が所属する研究機関に対して研

究開発を委託します。 

 

（１）ICT イノベーション創出型研究開発 

ユビキタスネット社会を実現するために総務省が設定した ICT に関する

戦略的な研究開発重点領域において、イノベーションを創出する独創性や

新規性に富む萌芽的・基礎的な研究開発課題の提案に対して研究資金を支

援します。 

 

（２）ICT イノベーション促進型研究開発 

ユビキタスネット社会を実現するために総務省が設定した ICT に関する

戦略的な研究開発重点領域において、イノベーションの結実を促進する開

発・実証フェーズにある研究開発課題の提案に対して研究資金を支援しま

す。 

 

（３）若手 ICT 研究者育成型研究開発 

ICT 分野の研究者として次世代を担う若手人材を育成するために、若手

研究者（個人又はグループ）が提案する研究開発課題に対して研究資金を

支援します。 

 

（４）地域 ICT 振興型研究開発 

ICT の利活用によって地域貢献や地域社会の活性化を図るために、地域

に密着した大学や、地域の中小・中堅企業が提案する研究開発課題に対し

て研究資金を支援します。 

 

（５）国際競争力強化型研究開発 

我が国の優れた ICT を戦略的に向上させていくために、国際標準となる

可能性の高い技術など、将来的に国際市場の開拓が見込まれる技術に関す

る研究開発課題の提案に対して研究資金を支援します。 
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 研究開発フェーズの観点から、上記５つのプログラムのそれぞれが対象とす

る領域を整理した図を図 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 研究開発フェーズに対する各プログラムの対象領域 
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２ 本制度による研究開発の流れ 
本制度において実施する研究開発の流れは、次のとおりです。  

 

（１）提案された研究開発課題は、「総務省情報通信研究評価実施指針」（平成

14 年 6 月制定､平成 18 年 4 月改定）を踏まえて設定された評価基準に基づ

き、外部の学識経験者・有識者から構成される評価委員会が評価を行い、

その結果に基づいた SCOPE プロクラムディレクターの決定により、実施

すべき研究開発課題を採択します。 

採択における評価は、下記の第１次評価及び第２次評価の２段階により

実施します。 

ア）第１次評価 

すべての提案課題について、各研究開発課題が含まれる研究領域の

外部専門家により、主として技術的な観点から、高度に専門的な知

見に基づいて評価します。なお、地域 ICT 振興型研究開発プログラ

ムにおいては、外部の学識経験者・有識者により、総務省が示す政

策との整合性や地域の課題を解決できる可能性などの観点から評

価します。 

イ）第２次評価 

外部の学識経験者・有識者により構成される評価委員会により、第

１次評価の結果に基づいて、一定数（採択予定課題数の３倍程度）

に絞り込まれた提案課題に対して、第１次評価の評価項目に加えて、

総務省が示す政策との整合性や予算計画及び実施体制、費用対効果

の観点から評価します。なお、地域 ICT 振興型研究開発プログラム

においては、すべての提案課題に対して第２次評価を行います。  

 

（２）採択された研究開発課題は、研究開発を実施する者が所属する機関と総

務省との間で委託研究契約を締結し、委託研究として研究開発を実施して

いただきます。 

委託研究とは、総務省が所属機関に対して研究開発を委託することによ

り実施するものです。その際、当該研究開発の全部又は一部を他機関等へ

再委託することはできません。 

研究開発に必要な費用（直接経費）は、総務省が負担します。また、直
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接経費のほかに間接経費（資料５参照）として、直接経費の３０％に相当

する額を上限として配分します。 

なお、研究開発の経理実務については、所属機関に責任をもって管理し

ていただきます。 

 

（３）次年度以降の研究開発の実施に当たっては、毎年度１月頃に継続提案書

を提出いただき、進捗状況や研究成果等に関する継続評価を実施します。

その結果に基づいた SCOPE プロクラムディレクターの決定により、次年

度の研究開発の実施が決定され、新たに委託研究契約を締結して研究開発

を実施することになります。 

なお、継続評価の結果によっては、実施計画や予算計画の見直し、研究

開発そのものの中止等を指示することがあります。  

 

（４）研究開発を終了（又は中止）した課題は、終了報告書を提出していただ

き、研究実施状況や研究成果等に関する終了評価を実施します。また、毎

年６月頃に開催する成果発表会において成果を発表していただきます。  

さらに、後年度に実施する追跡評価にもご協力いただきます。  
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３ 提案に係る留意事項 
本制度の全プログラムに共通の留意事項は次のとおりです。このほかに、プ

ログラム個別の提案要件等がありますので、「４ プログラムの概要」も併せて

ご確認ください。 

 

本制度では、研究開発を実施する者は「研究代表者」及び「研究分担者」に

より構成されます。複数の研究開発実施者のうち代表者 1 人を「研究代表者」

とし、当該研究代表者と協力して研究開発を分担する研究者を「研究分担者」

とします。個人による提案の場合は、研究代表者のみで実施することになりま

す。以下では、研究代表者及び研究分担者を総称して「研究開発実施者」と呼

びます。 

 

（１） 研究開発実施者の要件 

① 日本国内に設置された大学、民間企業、独立行政法人、国又は地方自

治体等の研究機関に所属し、日本国内で研究開発を行うことができる研

究者であり、「個人」又は２人以上の研究者によって構成される「研究グ

ループ」であること。 

 

② 研究開発を実施する期間において研究機関に在籍し、提案する研究開

発に関して責務を負える研究者であること。 

 

③ 研究開発の実施に係る経理実務については所属機関が管理することと

なるため、研究開発実施者は、所属する機関に対してあらかじめ本制度

へ提案することへの了解を得ていること。 

 

④ 研究代表者は、全研究期間を通じて、研究開発課題の遂行に関するす

べての責務を負えること。大学院生等が研究代表者になることや、「若手

ICT 研究者育成型研究開発」以外のプログラムでポストドクターが研究

代表者になることはできない。 

また、日本語による面接に対応できる程度の語学力を有していること。 

 

⑤ 研究分担者は、分担した研究開発項目の実施に必要な期間にわたって、
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課題の遂行に責務を負えること。ポストドクターは研究分担者になるこ

とができるが、大学院生等の学生が研究分担者になることはできない。 

 

（２）提案できる研究開発課題 

 本制度で提案できる研究開発課題は、「ユビキタスネット社会に向けた研

究開発の在り方について～ＵＮＳ戦略プログラム～」（平成 17 年 7 月 29

日：情報通信審議会答申）において挙げられている「10 の研究開発プロジ

ェクト」に含まれていることが必要です。当該研究開発プロジェクトに含

まれない技術の提案は、原則として採択できません。当該研究開発プロジ

ェクトは資料１をご参照ください。また、当該答申の全文は[4]をご参照く

ださい。 

 

（３）本制度内における研究開発実施者の重複 

 本制度に新規提案する課題の研究代表者は、本制度のすべてのプログラ

ムにおいて、新規提案する他の課題の研究代表者及び研究分担者となるこ

とはできません。 

 本制度に新規提案する課題の研究分担者は、本制度のすべてのプログラ

ムにおいて、新規提案する他の課題の研究代表者となることはできません。 

 本制度で既に研究開発を実施している課題の研究代表者は、研究期間が

重なる新規提案課題における研究代表者及び研究分担者になることはでき

ません。 

 本制度で既に研究開発を実施している研究分担者は、研究期間が重なる

新規提案課題における研究代表者になることはできません。  

 上記の制限に係る新規提案であると認められる場合、該当するすべての

新規提案課題を採択評価の対象から外します。 

 

（４）個人情報等の取扱い 

 提出された研究開発提案書等は、個人情報保護及び利益保護の観点から、

審査以外の目的には使用しません。応募内容に関する秘密は厳守いたしま

す。 

 ただし、採択された研究開発課題については、研究開発実施者の氏名及

び所属機関名、研究開発課題名、研究開発課題の概要、研究費の総額等を

公表します。また、採択課題の提案書は、採択後の課題支援及び制度運用
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のために総務省が使用します。  

 

（５）「不合理な重複」及び「過度の集中」を排除するための措置 

 本制度は、国や独立行政法人が運用する競争的資金制度（平成19年度、8

府省37制度。）の一つとして位置付けられています。したがって、本制度へ

の提案に対して、「競争的資金の適正な執行に関する指針（平成17年9月9

日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ、平成18年11月14日改

正）」（資料５参照）に従い、不合理な重複及び過度の集中を排除するた

めに、各府省で次の措置を執ります。 

① 不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応

募内容の一部を他府省を含む競争的資金担当課（独立行政法人等である

配分機関を含む。以下同じ。）に情報提供する場合があります。 

② 不合理な重複及び過度の集中があった場合には、提案された課題が不

採択又は採択取り消しとなる場合があります。 

 

（６）他の研究助成等を受けている場合への対応 

 科学研究費補助金など、国や独立行政法人が運用する競争的資金等やそ

の他の研究助成等を受けている場合（応募中のものを含む）には、研究提

案書の様式に従って、研究者のエフォート（研究充当率）[5]等、競争的資

金等の受入・応募状況を記載していただきます。これらの情報に関して、

事実と異なる記載があった場合、不採択あるいは採択取り消しとなる場合

があります。  

 不合理な重複や過度の集中の排除の趣旨などから、国や独立行政法人が

運用する競争的資金制度等やその他の研究助成等を受けている場合、及び

採択が決定している場合、同一の課題名又は研究内容で本制度に応募する

ことはできません。  

 なお、応募段階のものについてはこの限りではありませんが、その採択

の結果によっては、本制度に提案した課題が審査過程から除外されたり、

採択の決定が取り消される場合があります。また、本募集での審査途中に

他制度への応募の採否が決定した場合には、総務省情報通信政策局技術政

策課（3７ページ参照）まで速やかにご連絡ください。  

 

[5] エフォート（研究充当率） 
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 研究者の年間の全仕事時間を 100%とした場合、そのうち当該研究の実施に

必要となる時間の配分率(%)。なお、「全仕事時間」とは研究活動の時間のみを

指すのではなく、教育・医療活動等を含めた実質的な全仕事時間を指す。  

 

（７）不正経理及び不正受給を行った研究者等の制限 

 「競争的資金の適正な執行に関する指針」（資料５参照）に従い、本制度

及び他府省の競争的資金制度において不正経理又は不正受給を行った研究

者及びそれに共謀した研究者に対して、以下の措置を講じます。  

① 不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対して、本制度

への応募を制限します。応募制限期間は、不正の程度により、原則、委

託費又は補助金等を返還した年度の翌年度以降、２から５年とします。 

② 偽りその他不正な手段により競争的資金を受給した研究者及びそれに

共謀した研究者に対して本制度への応募を制限します。応募制限期間は、

原則、委託費又は補助金等を返還した年度の翌年度以降、５年間としま

す。  

 

（８）研究上の不正を行った研究者等の制限 

 「競争的資金の適正な執行に関する指針」（資料５参照）に従い、本制度

及び他府省の競争的資金制度による研究論文・報告書等において研究上の

不正行為（捏造、改ざん、盗用）があったと認定された場合、以下の措置

を講じます。 

① 不正行為に関与した者に対して、本制度への応募を制限します。応募

制限期間は、不正行為の程度等により、原則、不正があったと認定され

た年度の翌年度以降２から 10 年間とする。  

② 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文・報

告書の責任者としての注意義務を怠ったこと等により、一定の責任があ

るとされた者に対して、本制度への応募を制限します。応募制限期間は、

責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年

度以降１から３年間とする。 

 

（９）人権及び利益の保護に関して 

 研究計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研

究又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず
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申請前に適切な対応を行っておいてください。  
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４ 研究開発プログラムの概要 
各研究開発プログラムにおける公募内容は、次のとおりです。  

 

（１）ICT イノベーション創出型研究開発 

 ユビキタスネット社会を実現するために総務省が設定した ICT に関する戦

略的な研究開発重点領域において、イノベーションを創出する独創性や新規

性に富む基礎的・萌芽的な研究開発課題の提案に対して研究資金を支援しま

す。 

 

１．対象とする研究開発 

 次のⅠからⅢまでの研究開発重点領域における研究開発のうち、基礎

的・萌芽的なテーマを中心に研究開発課題を募集します。各領域において

対象とする技術の詳細は、資料１をご参照ください。なお、これらの領域

の融合領域や領域横断的な研究開発も対象となります。その場合は、主と

なる領域を「研究開発課題提案書」に明記してください。  

 

研究開発重点領域Ⅰ：新世代ネットワーク技術 

 次世代、さらにその先の将来に向けて、我が国の情報通信ネットワー

クを世界最高水準に維持するために必要な技術であり、我が国が持つ

光・モバイル・デバイスなどのコア技術の国際的優位性を維持強化でき

るネットワーク技術や、世界のICT の発展にリーダーシップを発揮しう

る最先端基礎技術である。なお、ここで言う「新世代ネットワーク」と

は、次世代ネットワークであるNGNと、その先を見据えた将来のネット

ワークまでを含めたものである。 

 本領域には、以下の４つの研究開発プロジェクトが含まれます。 

・新世代ネットワークアーキテクチャ 

・ユビキタスモビリティ 

・新ICTパラダイム創出 

・ユビキタスプラットフォーム 

 

研究開発重点領域Ⅱ：ICT安心・安全技術 

 社会経済活動の基盤となるICT ネットワーク自身の安心・安全を確保
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する技術や、ICT により広義の安全保障を確保し、安心・安全な社会環

境を実現する技術である。 

 本領域には、以下の３つの研究開発プロジェクトが含まれます。 

・セキュアネットワーク 

・センシング・ユビキタス時空基盤 

・ユビキタス＆ユニバーサルタウン 

 

研究開発重点領域Ⅲ：ユニバーサル・コミュニケーション技術 

 個の知的創造力を増進することができるコンテンツ創造技術や、言語、

文化、身体能力等の壁を超越することができるコミュニケーション技術

である。 

 本領域には、以下の３つの研究開発プロジェクトが含まれます。 

・高度コンテンツ創造流通 

・スーパーコミュニケーション 

・超臨場感コミュニケーション 

 

２．提案要件 

 上記「１．対象とする研究開発」に示す事項及び「３ 提案に係る留

意事項」のとおり。 

 

３．研究開発期間 

研究開始年度を含め、最長３ヵ年度。 

 

４．研究開発経費 

単年度 1 課題あたり上限２ ,０００万円（直接経費）【消費税込み】  

 ※提案する研究費の多寡は、採択評価の結果には影響を与えません。 

間接経費は、直接経費の３０％を上限に別途配分。  

 

５．採択評価 

 採択課題の決定段階において、以下の評価項目・評価の観点・評価の

ウェイトによる評価を実施します。 
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①【専門評価（第一次評価）】  
評価項目 評価の観点 評価のウ

ェイト  

情報通信分野

における技術

的・学術的な

知見向上の可

能性 

・新規性・独創性、革新性、先導性等が認めら

れるか。 
・情報通信技術の発展・向上に資する課題であ

り、さらに基礎的・萌芽的なテーマであるか。 
・関連分野に大きな波及効果を与えるか。  

２ 

目標、計画の

妥当性 

・研究開発の最終的な達成目標及び具体的な実

施計画が明確に設定されているか。  １ 

予算計画、実

施体制の妥当

性 

・研究開発の予算計画及び実施体制（研究の役

割分担や責任分担、資金管理面等）は適切か。 
・費用対効果は適切か。  

１ 

領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅰ：新世代

ネットワーク技

術） 

・次世代、さらにその先の将来に向けて、我が

国の情報通信ネットワークを世界最高水準

に維持するために必要な技術であり、我が国

が持つ光・モバイル・デバイスなどのコア技

術の国際的優位性を維持強化できるネット

ワーク技術や、世界の ICT の発展にリーダー

シップを発揮しうる最先端基礎技術等、新世

代ネットワークを実現するための重要課題

であるか。 
領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅱ：ICT 安

心・安全技術） 

・社会経済活動の基盤となる ICT ネットワー

ク自身の安心・安全を確保する技術や、ICT 

により広義の安全保障を確保し、安心・安全

な社会環境を実現する技術等、ICT 安心・安

全を実現するための重要課題であるか。  
領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅲ：ユニバ

ーサル・コミュ

ニケーション技

術） 

・個の知的創造力を増進することができるコン

テンツ創造技術や、言語、文化、身体能力等

の壁を超越することができるコミュニケー

ション技術等、ユニバーサル・コミュニケー

ションを実現するための重要課題であるか。 

２ 

 

②【総合評価（第二次評価）】  
評価項目 評価の観点 評価のウ

ェイト  

情報通信分野

における技術

的・学術的な

知見向上の可

能性 

・新規性、独創性、革新性、先導性等が国際的

な視点で認められるか。  
・情報通信技術の発展・向上に資する課題であ

り、さらに基礎的・萌芽的なテーマであるか。 
・関連分野に大きな波及効果を与えるか。  

２ 

目標、計画の

妥当性 

・研究開発の最終的な達成目標及び具体的な実

施計画が明確に設定されているか。  １ 
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予算計画、実

施体制の妥当

性 

・研究開発の予算計画及び実施体制（研究の役

割分担や責任分担、資金管理面等）は適切か。 
・費用対効果は適切か。  

２ 

イノベーショ

ン創出の可能

性 

・情報通信分野におけるイノベーションを創出

する種となりうる研究開発か。  ２ 

総務省が示す

政策との整合

性 

・本提案の達成目標は、UNS 戦略プログラムの

「主要ロードマップ」で示されている 2015

年頃の目標と整合しているか。 

・人材育成や標準化の推進の観点等、UNS 戦略

プログラムで示されている政策と整合して

いるか。 

２ 

領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅰ：新世代

ネットワーク技

術） 

・次世代、さらにその先の将来に向けて、我が

国の情報通信ネットワークを世界最高水準

に維持するために必要な技術であり、我が国

が持つ光・モバイル・デバイスなどのコア技

術の国際的優位性を維持強化できるネット

ワーク技術や、世界の ICT の発展にリーダー

シップを発揮しうる最先端基礎技術等、新世

代ネットワークを実現するための重要課題

であるか。 
領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅱ：ICT 安

心・安全技術） 

・社会経済活動の基盤となる ICT ネットワー

ク自身の安心・安全を確保する技術や、ICT 

により広義の安全保障を確保し、安心・安全

な社会環境を実現する技術等、ICT 安心・安

全を実現するための重要課題であるか。  
領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅲ：ユニバ

ーサル・コミュ

ニケーション技

術） 

・個の知的創造力を増進することができるコン

テンツ創造技術や、言語、文化、身体能力等

の壁を超越することができるコミュニケー

ション技術等、ユニバーサル・コミュニケー

ションを実現するための重要課題であるか。 

２ 

競争的資金に

よる優れた研

究の継続性 

・本提案は、SCOPE 又は他府省の競争的資金に

より実施し優れた成果を得た研究を受け継

ぐものであるか。 

１ 

 

 

 

（２）ICT イノベーション促進型研究開発 

 ユビキタスネット社会を実現するために総務省が設定した ICT 分野の戦略

的な研究開発重点領域において、イノベーションの結実を促進する開発・実

証フェーズにある研究開発課題の提案に対して、研究資金を支援します。 
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１．対象とする研究開発 

 次のⅠからⅢまでの研究開発重点領域における研究開発のうち、実用化

に向けた開発・実証フェーズの研究開発課題[6]を募集します。各領域の内

容は、「（１）ICT イノベーション創出型研究開発」に示したとおりです。

また、各領域における研究開発内容の詳細は、資料１をご参照ください。

なお、これらの領域の融合領域や領域横断的な研究開発課題も対象となり

ます。その場合は、主となる領域を「研究開発課題提案書」に明示してく

ださい。 

 

研究開発重点領域Ⅰ：新世代ネットワーク技術 

研究開発重点領域Ⅱ：ICT安心・安全技術 

研究開発重点領域Ⅲ：ユニバーサル・コミュニケーション技術 

 

[6] 「実用化に向けた開発・実証フェーズの研究開発課題」として、例えば領域

Ⅰ「新世代ネットワーク技術」の中には、技術試験衛星Ⅷ型「きく８号（ETS-

Ⅷ）」や超高速インターネット衛星「WINDS」（平成19年度冬期打上げ予定）

等を活用した衛星通信端末の開発や衛星アプリケーション開発等が該当しま

す。  

また、領域Ⅱ「ＩＣＴ安心・安全技術」や領域Ⅲ「ユニバーサル・コミュニ

ケーション技術」においても、様々なテストベッドを利用した実証実験などが

該当します。  

 

２．提案要件 

 上記「１．対象とする研究開発」に示す事項及び「３ 提案に係る留

意事項」のとおり。 

 

３．研究開発期間 

研究開始年度を含め、最長３ヵ年度。 

 

４．研究開発経費 

単年度 1 課題あたり上限５ ,０００万円（直接経費）【消費税込み】  

 ※提案する研究費の多寡は、採択評価の結果には影響を与えません。  

間接経費は、直接経費の３０％を上限に別途配分。  
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５．採択評価 

 採択課題の決定段階において、以下の評価項目・評価の観点・評価の

ウェイトによる評価を実施します。 

 なお、採択する課題の最終選考において、評価委員会によるヒアリン

グを実施する予定です。 

 

①【専門評価（第一次評価）】  
評価項目 評価の観点 評価のウ

ェイト  

情報通信分野

における技術

的・学術的な

知見向上の可

能性 

・新規性、独創性、革新性、先導性等が認めら

れるか。 
・情報通信技術の発展・向上に資する課題であ

るか。 
・他の研究開発に大きな波及効果を与えるか。 

１ 

目標、計画の

妥当性 

・実用化に向けた開発・実証フェーズのテーマ

であるか。 
・研究開発の最終的な達成目標及び具体的な実

施計画が明確に設定されているか。  

２ 

予算計画、実

施体制の妥当

性 

・研究開発の予算計画及び実施体制（研究の役

割分担や責任分担、資金管理面等）は適切か。 
・費用対効果は適切か。  

１ 

領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅰ：新世代

ネットワーク技

術） 

・次世代、さらにその先の将来に向けて、我が

国の情報通信ネットワークを世界最高水準

に維持するために必要な技術であり、我が国

が持つ光・モバイル・デバイスなどのコア技

術の国際的優位性を維持強化できるネット

ワーク技術や、世界の ICT の発展にリーダー

シップを発揮しうる最先端基礎技術等、新世

代ネットワークを実現するための重要課題

であるか。 
領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅱ：ICT 安

心・安全技術） 

・社会経済活動の基盤となる ICT ネットワー

ク自身の安心・安全を確保する技術や、ICT 

により広義の安全保障を確保し、安心・安全

な社会環境を実現する技術等、ICT 安心・安

全を実現するための重要課題であるか。  
領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅲ：ユニバ

ーサル・コミュ

ニケーション技

術） 

・個の知的創造力を増進することができるコン

テンツ創造技術や、言語、文化、身体能力等

の壁を超越することができるコミュニケー

ション技術等、ユニバーサル・コミュニケー

ションを実現するための重要課題であるか。 

２ 
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②【総合評価（第二次評価）】  
評価項目 評価の観点 評価のウ

ェイト  

情報通信分野

における技術

的・学術的な

知見向上の可

能性 

・新規性、独創性、革新性、先導性等が認めら

れるか。 
・情報通信技術の発展・向上に資する課題であ

るか。 
・他の研究開発課題に大きな波及効果を与える

か。 

１ 

目標、計画の

妥当性 

・実用化に向けた開発・実証フェーズのテーマ

であるか。 
・研究開発の最終的な達成目標及び具体的な実

施計画が明確に設定されているか。  

２ 

予算計画、実

施体制の妥当

性 

・研究開発の予算計画及び実施体制（研究の役

割分担や責任分担、資金管理面等）は適切か。 
・費用対効果は適切か。  

２ 

イノベーショ

ン促進の観点 

・イノベーションの「種」を現有し、それを確

実に「実」に育て上げる工夫が提案されてい

るか。 
・情報通信分野における社会経済への大きな波

及効果が期待されるか。  
・国際競争力強化に貢献できるか。  

２ 

総務省が示す

政策との整合

性 

・本提案の達成目標は、UNS 戦略プログラムの

「主要ロードマップ」で示されている 2015

年頃の目標と整合しているか。 

・人材育成や標準化の推進の観点等、UNS 戦略

プログラムで示されている政策と整合して

いるか。 

２ 

領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅰ：新世代

ネットワーク技

術） 

・次世代、さらにその先の将来に向けて、我が

国の情報通信ネットワークを世界最高水準

に維持するために必要な技術であり、我が国

が持つ光・モバイル・デバイスなどのコア技

術の国際的優位性を維持強化できるネット

ワーク技術や、世界の ICT の発展にリーダー

シップを発揮しうる最先端基礎技術等、新世

代ネットワークを実現するための重要課題

であるか。 
領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅱ：ICT 安

心・安全技術） 

・社会経済活動の基盤となる ICT ネットワー

ク自身の安心・安全を確保する技術や、ICT 

により広義の安全保障を確保し、安心・安全

な社会環境を実現する技術等、ICT 安心・安

全を実現するための重要課題であるか。  

２ 
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領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅲ：ユニバ

ーサル・コミュ

ニケーション技

術） 

・個の知的創造力を増進することができるコン

テンツ創造技術や、言語、文化、身体能力等

の壁を超越することができるコミュニケー

ション技術等、ユニバーサル・コミュニケー

ションを実現するための重要課題であるか。 

競争的資金に

よる優れた研

究の継続性 

・本提案は、SCOPE 又は他府省の競争的資金に

より実施し優れた成果を得た研究を受け継

ぐものであるか。 

１ 

 

 

 

（３）若手 ICT 研究者育成型研究開発 

 ICT 分野の研究者として次世代を担う若手人材を育成するために、若手研

究者（個人又はグループ）が提案する研究開発課題に対して研究資金を支援

します。 

 

１．対象とする研究開発 

 次のⅠからⅢまでの研究開発重点領域における研究開発課題を募集し

ます。各領域の内容は、「（１）ICT イノベーション創出型研究開発」に示

したとおりです。また、各領域における研究開発内容の詳細は、資料１を

ご参照ください。なお、これらの領域の融合領域や領域横断的な研究開発

課題も対象となります。その場合は、主となる領域を「研究開発課題提案

書」に明示してください。 

 

研究開発重点領域Ⅰ：新世代ネットワーク技術 

研究開発重点領域Ⅱ：ICT安心・安全技術 

研究開発重点領域Ⅲ：ユニバーサル・コミュニケーション技術 

 

２．提案要件 

 上記「１．対象とする研究開発」に示す事項及び「３ 提案に係る留意

事項」に加え、平成 20 年 4 月 1 日現在において以下のいずれかの条件を

満たす研究者であること。 

① 35 歳以下の研究者 

② 40 歳以下の研究者であって、出産・育児や研究・技術開発以外の職
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業に従事した経験等、研究に従事していない期間について研究提案書

に記述して申請する場合  

③ 40 歳以下の研究者であって、博士号を取得してから５年以内の者  

なお、グループで提案する場合、研究者全員（研究代表者、研究分担者）

が上記のいずれかの条件を満たすこと。 

 

３．研究開発期間 

研究開始年度を含め、最長３ヵ年度。 

 

４．研究開発経費 

提案区分Ａ：単年度 1 課題あたり５００万円を超え１ ,０００万円以下 

（直接経費）【消費税込み】  

提案区分Ｂ：単年度 1 課題あたり５００万円以下（直接経費）【消費税込

み】  

※提案する研究費の多寡は、採択評価の結果には影響を与えません。  

間接経費は、直接経費の３０％を上限に別途配分。  

 

５．採択評価 

 採択課題の決定段階において、以下の評価項目・評価の観点・評価の

ウェイトによる評価を実施します。 

 なお、本プログラムの第１次評価においては、提案者の氏名や所属機

関を伏せて評価を実施します。 

 

①【専門評価（第一次評価）】  
評価項目 評価の観点 評価のウ

ェイト  

情報通信分野

における技術

的・学術的な

知見向上の可

能性 

・新規性、独創性、革新性、先導性等が認めら

れるか。 
・情報通信技術の発展・向上に資する課題であ

るか。 
・関連分野に大きな波及効果を与えるか。  

２ 

目標、計画の

妥当性 

・研究開発の最終的な達成目標及び具体的な実

施計画が明確に設定されているか。  １ 

予算計画、実

施体制の妥当

性 

・研究開発の予算計画及び実施体制（研究の役

割分担や責任分担、資金管理面等）は適切か。 
・費用対効果は適切か。  

１ 
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領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅰ：新世代

ネットワーク技

術） 

・次世代、さらにその先の将来に向けて、我が

国の情報通信ネットワークを世界最高水準

に維持するために必要な技術であり、我が国

が持つ光・モバイル・デバイスなどのコア技

術の国際的優位性を維持強化できるネット

ワーク技術や、世界の ICT の発展にリーダー

シップを発揮しうる最先端基礎技術等、新世

代ネットワークを実現するための重要課題

であるか。 
領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅱ：ICT 安

心・安全技術） 

・社会経済活動の基盤となる ICT ネットワー

ク自身の安心・安全を確保する技術や、ICT 

により広義の安全保障を確保し、安心・安全

な社会環境を実現する技術等、ICT 安心・安

全を実現するための重要課題であるか。  
領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅲ：ユニバ

ーサル・コミュ

ニケーション技

術） 

・個の知的創造力を増進することができるコン

テンツ創造技術や、言語、文化、身体能力等

の壁を超越することができるコミュニケー

ション技術等、ユニバーサル・コミュニケー

ションを実現するための重要課題であるか。 

２ 

 

②【総合評価（第二次評価）】  
評価項目 評価の観点 評価のウ

ェイト  

情報通信分野

における技術

的・学術的な

知見向上の可

能性 

・新規性、独創性、革新性、先導性等が認めら

れるか。 
・情報通信技術の発展・向上に資する課題か。 
・関連分野に大きな波及効果を与えるか。  

２ 

目標、計画の

妥当性 

・研究開発の最終的な達成目標及び具体的な実

施計画が明確に設定されているか。  １ 

予算計画、実

施体制の妥当

性 

・研究開発の予算計画及び実施体制（研究の役

割分担や責任分担、資金管理面等）は適切か。 
・費用対効果は適切か。  

２ 

研究者育成の

可能性 

・研究ポテンシャルを向上させる目的で、自ら

設定した目標は適切か。 
２ 

総務省が示す

政策との整合

性 

・本提案の達成目標は、UNS 戦略プログラムの

「主要ロードマップ」で示されている 2015

年頃の目標と整合できているか。 

・人材育成や標準化の推進の観点等、UNS 戦略

プログラムで示されている政策と整合して

いるか。 

１ 

領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅰ：新世代

・次世代、さらにその先の将来に向けて、我が

国の情報通信ネットワークを世界最高水準

に維持するために必要な技術であり、我が国

２ 
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ネットワーク技

術） 
が持つ光・モバイル・デバイスなどのコア技

術の国際的優位性を維持強化できるネット

ワーク技術や、世界の ICT の発展にリーダー

シップを発揮しうる最先端基礎技術等、新世

代ネットワークを実現するための重要課題

であるか。 
領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅱ：ICT 安

心・安全技術） 

・社会経済活動の基盤となる ICT ネットワー

ク自身の安心・安全を確保する技術や、ICT 

により広義の安全保障を確保し、安心・安全

な社会環境を実現する技術等、ICT 安心・安

全を実現するための重要課題であるか。  
領域別評価 
（研究開発重点

領域Ⅲ：ユニバ

ーサル・コミュ

ニケーション技

術） 

・個の知的創造力を増進することができるコン

テンツ創造技術や、言語、文化、身体能力等

の壁を超越することができるコミュニケー

ション技術等、ユニバーサル・コミュニケー

ションを実現するための重要課題であるか。 

競争的資金に

よる優れた研

究の継続性 

・本提案は、SCOPE 又は他府省の競争的資金に

より実施し優れた成果を得た研究を受け継

ぐものであるか。 

１ 

 

 

 

（４）地域 ICT 振興型研究開発 

 ICT の利活用によって地域貢献や地域社会の活性化を図るために、地域に

密着した大学や、地域の中小・中堅企業に所属する研究者が提案する研究開

発課題に対して、研究資金を支援します。 

 

１．対象とする研究開発 

 次のⅠからⅢまでの研究開発重点領域における研究開発課題のうち、

ICT の利活用により地域特有の課題を解決できるテーマを募集します。各

領域の内容は、「（１）ICT イノベーション創出型研究開発」に示したとお

りです。また、各領域における研究開発内容の詳細は、資料１をご参照く

ださい。なお、これらの領域の融合領域や領域横断的な研究開発課題も対

象となります。その場合は、主となる領域を「研究開発課題提案書」に明

示してください。 

 

研究開発重点領域Ⅰ：新世代ネットワーク技術 



 23

研究開発重点領域Ⅱ：ICT安心・安全技術 

研究開発重点領域Ⅲ：ユニバーサル・コミュニケーション技術 

 

２．提案要件 

 上記「１．対象とする研究開発」に示す事項及び「３ 提案に係る留

意事項」のとおり。 

 

３．研究開発期間 

研究開始年度を含め、最長２ヵ年度。 

 

４．研究開発経費 

単年度 1 課題あたり上限１ ,０００万円（直接経費）【消費税込み】  

 ※提案する研究費の多寡は、採択評価の結果には影響を与えません。  

間接経費は、直接経費の３０％を上限に別途配分。  

 

５．採択評価 

 採択課題の決定段階において、以下の評価項目・評価の観点・評価の

ウェイトによる評価を実施します。 

 

【第一次評価及び第二次評価】  
評価項目 評価の観点  評価のウ

ェイト  

目標、計画の

妥当性 
・研究開発の最終的な達成目標及び具体的な実

施計画が明確に設定されているか。  １ 

予算計画、実

施体制の妥当

性 

・研究開発の予算計画は適切か。  
・地域に密着した大学や研究機関が主導する実

施体制（研究の役割分担や責任分担、資金管

理面等を含む）が構築されているか。  
・費用対効果は適切か。  

１ 

総務省が示す

政策との整合

性 

・本提案の達成目標は、UNS 戦略プログラムの

「主要ロードマップ」で示されている研究開

発プロジェクトや研究開発分野と関連付け

ができているか。  

１ 

地域の課題を

解決できる可

能性 

・以下のいずれかの観点で評価できる研究開発

か。 

○当該地域固有の社会的・経済的課題に対

し、情報通信技術の面から解決できる課題

であるか 

２ 
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○研究成果を活用して地場産業の振興、新

規事業の創出、地域住民の生活向上等、地

域社会・経済活動の活性化に寄与できる課

題であるか 

○地域の研究機関のポテンシャル（人材育

成等）の向上に寄与できる課題であるか 

 

 

 

（５）国際競争力強化型研究開発 

 我が国の優れた ICT の国際競争力を戦略的に向上させていくために、国際

標準となる可能性の高い技術など、将来的に国際市場の開拓が見込める技術

の研究開発について研究資金を支援します。 

 

１．対象とする研究開発 

 次のⅠからⅢまでの研究開発重点領域における研究開発課題のうち、国

際競争力を支える源となる重要な技術や、新たに世界的な市場を生み出す

と見込まれる技術の研究開発を募集します。各領域の内容は、「（１）ICT

イノベーション創出型研究開発」に示したとおりです。また、各領域にお

ける研究開発内容の詳細は、資料１をご参照ください。なお、これらの領

域の融合領域や領域横断的な研究開発課題も対象となります。その場合は、

主となる領域を「研究開発課題提案書」に明示してください。 

 

研究開発重点領域Ⅰ：新世代ネットワーク技術 

研究開発重点領域Ⅱ：ICT安心・安全技術 

研究開発重点領域Ⅲ：ユニバーサル・コミュニケーション技術 

 

２．提案要件 

 上記「１．対象とする研究開発」に示す事項及び「３ 提案に係る留

意事項」のとおり。 

 

３．研究開発期間 

研究開始年度を含め、最長３ヵ年度。 

（ただし、研究開発終了までに標準化提案した、又は提案が確定してい
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る場合には、評価を経て、引き続き最長２年間の延長が認められること

があります。） 

 

４．研究開発経費 

単年度 1 課題あたり上限３ ,０００万円（直接経費）【消費税込み】  

 ※提案する研究費の多寡は、採択評価の結果には影響を与えません。  

間接経費は、直接経費の３０％を上限に別途配分。  

 

５．評価基準 

 採択の決定段階においては、以下の評価項目・評価の観点・評価のウェ

イトによる評価を実施します。 

 

①【専門評価（第一次評価）】  
評価項目 評価の観点 評価のウ

ェイト  

情報通信分野

における技術

的・学術的な

知見向上の可

能性 

・新規性、独創性、革新性、先導性が認められ

るか。 
・情報通信技術の発展・向上に資する課題であ

るか。 
・他の研究開発に大きな波及効果を与えるか。 

２ 

目標、計画の

妥当性 

・研究開発の最終的な達成目標及び具体的な実

施計画が明確に設定されているか。  １ 

予算計画、実

施体制の妥当

性 

・研究開発の予算計画及び実施体制（研究の役

割分担や責任分担、資金管理面等）は適切か。 
・費用対効果は適切か。  

１ 

国際的な技術

として優位性

を獲得できる

可能性 

・国際競争力を支える源となる重要な技術や、

新たに世界的な市場を生み出すと見込まれ

る技術の研究開発であるか。 

・ターゲットとなる市場やスケジュールなど、

海外展開に向けた戦略が明確であるか。 

２ 

 

②【総合評価（第二次評価）】  
評価項目 評価の観点 評価のウ

ェイト  

情報通信分野

における技術

的・学術的な

知見向上の可

能性 

・新規性、独創性、革新性、先導性が認められ

るか。 
・情報通信技術の発展・向上に資する課題であ

るか。 
・他の研究開発に大きな波及効果を与えるか。 

２ 
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目標、計画の

妥当性 

・研究開発の最終的な達成目標及び具体的な実

施計画が明確に設定されているか。  １ 

予算計画、実

施体制の妥当

性 

・研究開発の予算計画及び実施体制（研究の役

割分担や責任分担、資金管理面等）は適切か。 
・費用対効果は適切か。  

２ 

国際的な技術

として優位性

を獲得できる

可能性 

・国際競争力を支える源となる重要な技術や、

新たに世界的な市場を生み出すと見込まれ

る技術の研究開発であるか。 

・ターゲットとなる市場やスケジュールなど、

海外展開に向けた戦略が明確であるか。 

２ 

総務省が示す

政策との整合

性 

・本提案の達成目標は、UNS 戦略プログラムの

「主要ロードマップ」で示されている 2015

年頃の目標と整合しているか。 

・人材育成や標準化の推進の観点等、UNS 戦略

プログラムや ICT 国際競争力強化プログラム
[7]で示されている政策と整合しているか。  

１ 

競争的資金に

よる優れた研

究の継続性 

・本提案は、SCOPE 又は他府省の競争的資金に

より実施し優れた成果を得た研究を受け継

ぐものであるか。 
１ 

 

[7] ICT 国際競争力強化プログラム： ICT 産業の国際競争力強化に必要な政策

を包括的なパッケージとしてまとめたもの。ICT 研究開発強化プログラム、

ICT 標準化強化プログラム、ICT 人材育成プログラム、国際展開支援プログラ

ムなど、８つのプログラムで構成される。以下の URL を参照。 

   http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070522_3_1.pdf 
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５ 採択課題の選定 
（１）評価方法 

提案された研究開発課題について、プログラムごとに設定した評価基準

に基づいて、２段階の評価を実施します。 

選考の経過については通知しません。お問い合わせにも応じられません。  

 

（２）追加資料の提出等 

研究開発課題の選定に係る評価は、提出された提案書に基づいて行いま

すが、必要に応じて追加資料の提出を求める場合や、提案書等の内容に関

してヒアリング等を行うことがあります。 

 

（３）採択及び通知 

総務省は、評価委員会が決定した採択候補課題の研究代表者と当該研究

開発の実施内容について調整を行い、研究計画の遂行に支障がないかどう

かを確認した上で、採択する課題を決定します。採択・不採択の結果は、

総務省から研究代表者あてに通知します。 
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６ 委託研究契約の概要 
研究開発の実施に当たっては、委託研究契約の締結が必要です。本制度の委

託契約に係る書類は、以下の URL に掲載しています（平成 19 年度契約分）。 

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/scope/document/document.html 

 

本制度の委託研究契約の概要は、次のとおりです。 

（１）契約期間 

委託研究の契約は単年度契約です。次年度以降の研究実施に係る契約に

ついては、当該年度末に実施する継続評価の結果に基づき、改めて契約す

る（又はしない）ことになります。 

 

（２）契約相手方 

総務省と所属機関との間で委託研究契約を締結します。研究開発実施者

個人との間で委託研究契約を締結することはありません。  

 

（３）契約形態 

研究代表者の所属する機関及び研究分担者の所属する機関すべてと総務

省との間で、個別に委託研究契約を締結します。  

 

（４）研究開発経費 

研究開発に係る経費は、総務省から「委託費」として、原則、年度末に

精算して支払います。委託契約に係る経理処理の基準は、上記 URL の「委

託契約経理処理解説」をご覧ください。 

委託契約の締結時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、研

究開発が契約期間内に完了しない見込みとなった場合には、所定の手続き

を経て、契約期間を延長するとともに、研究開発委託費の全部又は一部を

翌年度に繰り越すことができます。 

なお、研究開発に係る経費は、採択評価の結果等を踏まえて配分される

ため、提案時の予算計画書に記載された経費の額で委託契約が締結される

とは限りません。 
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（５）委託研究契約書 

総務省が作成する「委託研究契約書」により契約していただきます。当

該契約書のひな形については、上記 URL の「研究開発委託契約書（ひな形）」

をご参照ください。 

必要な契約条件が所属機関との間で合致しない場合には、契約の締結が

できないことがあります。また、契約手続き開始後、１か月程度経過して

も契約締結の目途が立たない場合には、採択を取り消す場合があります。 

 

（６）研究成果報告書の作成 

契約終了時（毎年度）に「研究成果報告書」を提出していただきます。 

 

（７）実績報告書の作成 

契約終了にあたり、当該年度の委託研究に要した経費及び研究開発の概

要を記載した「実績報告書」及び「間接経費執行実績報告書」を提出して

いただきます。 

 

（８）終了報告書の作成及び成果発表 

全研究期間終了後、研究開発全体の実施内容を記載した「終了報告書」

の作成と、総務省が開催する本制度の「成果発表会」において成果の報告

を行っていただきます。 
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７ 研究開発実施上の留意点 
（１）研究開発実施者の雇用等 

研究開発実施者として新たに研究者を必要とする場合には、所属機関に

て当該研究者を雇用し、その人件費を研究開発経費の「労務費」として支

払うことができます。 

当該雇用に関する責任は、すべて所属機関に帰属します。  

 

（２）研究開発成果の帰属 

研究開発の期間中に得られた成果は、「産業技術力強化法」により、一定

の条件を満たし、かつ委託契約書に基づく必要な書類を提出していただく

ことで、研究開発を実施した者に帰属することが可能です。  

 

（３）研究開発成果の公開・普及 

総務省は、各年度及び研究開発期間全体を通じて得られた研究成果のう

ち、研究開発実施者の同意を得た内容ついて公表します。また、毎年度提

出された研究成果報告書、終了報告書についても公表します。  

研究代表者及び研究分担者は、本制度により得られた研究成果について、

ホームページや関連学会等に発表することなど、成果の積極的な公開・普

及に努めていただきます。 

得られた研究開発成果を論文、国際会議、学会や報道機関等に発表する

際には、本制度の成果である旨を必ず記載していただきます。また、本制

度による成果等を記載した研究機関側のホームページは、総務省の本制度

のホームページとの間にリンクの設定をしていただきます。  

 

（４）研究開発場所 

研究開発の実施場所は、特別な場合を除き、所属機関の施設内とします。 

 

（５）研究開発に必要な機器設備について 

研究開発に必要な機器設備は、原則としてリース又はレンタルにて準備

していただきます。リース又はレンタルが不可能な場合に限り、研究機器

設備を購入することができます。採択後の課題実施における経理処理手続

では、研究機器設備の購入にあたって、リース又はレンタル不可の証明書
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を準備いただくことになります。 

 

（６）購入した物品等の扱い 

本制度は、委託により実施するものであるため、本制度により購入し取

得した物品等の所有権は、総務省に帰属します。したがって、取得した物

品等は、所属機関の担当者による善良な扱いの下に管理していただきます。 

研究開発終了後の物品等の取扱いについては、別途協議することとしま

す。 

 

（７）研究費の不正な使用への対応 

「競争的資金の適正な執行に関する指針」（資料５参照）に従い、本制度

において不正経理又は不正受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者

に対して、以下の措置を講じます。 

① 不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対して、他府

省を含む他の競争的資金担当課に当該不正の概要（不正使用をした研

究者名、制度名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正の内

容、講じられた措置の内容等）を提供することにより、他府省を含む

他の競争的資金担当課は、所管する競争的資金への応募を制限する場

合があります。 

② 偽りその他不正な手段により競争的資金を受給した研究者及びそれ

に共謀した研究者に対して、他府省を含む他の競争的資金担当課に当

該不正受給の概要（不正受給をした研究者名、制度名、所属機関、研

究課題、予算額、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容等）

を提供することにより、他府省を含む他の競争的資金担当課は、所管

する競争的資金への応募を制限する場合があります。  

また、「情報通信分野に係る研究機関における公的研究費の管理・監督

の指針（平成19年3月総務省制定）」に従い、本制度における研究費の管理・

監督に関して研究機関側にて対応いただきます。 

 

（８）研究上の不正への対応 

「競争的資金の適正な執行に関する指針」（資料５参照）に従い、本制度

及び他府省の競争的資金制度による研究論文・報告書等において研究上の

不正行為（捏造、改ざん、盗用）があったと認定された場合、以下の措置
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を講じます。 

① 当該研究費について、不正行為の悪質性などを考慮しつつ、全部又

は一部を返還していただくことがあります。 

② 他省庁を含む他の競争的資金担当課に、当該研究不正の概要（研究

機関等における調査結果の概要、不正行為に関与した者の氏名、所属

機関、研究課題、予算額、研究年度、講じられた措置の内容等）を提

供することにより、他の競争的資金への応募が制限される場合があり

ます。また、不正に関与したとまでは認定されなかったものの、当該

論文・報告書等の責任者としての注意義務を怠ったこと等により、一

定の責任があるとされた者についても、同様に、当該研究不正の概要

を提供することにより、他の競争的資金への応募が制限される場合が

あります。 

また、「情報通信分野における研究上の不正行為への対応指針（平成18

年10月総務省制定、平成19年3月改正）」に従い、本制度における研究上の

不正行為へ対応していただきます。 
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８ 提案の手続 
提案に必要な書類等は、本提案要領と同時に配布する「提案書作成要領」に

記載してあります。提案書作成要領に示す様式以外での提案は認められません

のでご注意ください。 

なお、一度提出された研究開発課題提案書の差し替えは、固くお断り致しま

す。 

 

（１）受付期間 

平成２０年度から実施する研究開発課題の提案書受付期間は、  

 

平成１９年１０月１日（月）～１０月３１日（水）（１７：００必着） 

です。 

受付期間を過ぎた提案書は受け付けられません。  

 

（２）提出方法 

研究開発提案書は、提案書受付期間内に、研究代表者が所属する機関の

都道府県を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所（以下、「総合通信

局等」という。「１０ 提案書の提出先、問い合わせ先」を参照。）へ、以

下のいずれかの方法で提出してください。提出された研究開発課題提案書

は、返却いたしません。 

 

① 電子メールによる場合 

アドレスの間違いや添付ファイル漏れ等が無いように十分に確認の上、

期限（10 月 31 日 17:00）までに管轄の総合通信局等に必着するよう提出

願います。 

メールの件名は、「ＳＣＯＰＥ提案」、提案するプログラム名の略称、

研究代表者名の順に、すべて全角で記入してください。メールを分割し

て送信する場合は送信数が分かるように「（当該メールの序数／全送信メ

ール数）」を続けて列記したものとしてください。  

例１） ＳＣＯＰＥ提案創出総務太郎 

例２） ＳＣＯＰＥ提案促進霞ヶ関花子（１／２）  

例３） ＳＣＯＰＥ提案若手虎ノ門治郎（２／３）  
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例４） ＳＣＯＰＥ提案地域電波佐武郎（３／４）  

例５） ＳＣＯＰＥ提案国際情報史郎（３／３）  

電子メール１通に添付できるファイル容量は合計５ＭＢ未満、ファイ

ル数は 10 以下です。分割して送信する場合は最終のメールが期限（10

月 31 日 17:00）までに到着しているもののみ受付いたしますのでご注意

願います。（提出期限間際の提出はトラブルの原因となりますので、期限

に余裕をもって提出をお願いします。） 

  

② 郵送等による提出 

直接の持ち込みや郵送等（宅配便、バイク便等を含む）の場合は、期

限（10 月 31 日 17:00）までに管轄の総合通信局等に必着するよう提出願

います。 

郵送等の場合、封筒には、「SCOPE」及びプログラム名の略称（創出、

促進、若手、地域、国際）を赤字で明記願います。  

 

電子メールと郵送等の双方で重複して提出された場合は、郵送等による

提出を正本とみなします。また、電子メールによる複数回送信の提出（分

割での提出は除く。）や郵送等で複数回提出された場合は、第一回目の提出

を正本とみなします。  

電子メール及び郵送等の過程において、何らかの事情により提案書が未

着となった場合の責任は一切負いかねますので、あらかじめご了承くださ

い。郵送等の場合は、配達記録扱いにする等、発送と到着の確認ができる

方法での送付を推奨します。 

 

（３）提案にあたって 

研究代表者は、責任を持って研究開発課題提案書を取りまとめた上で提

出願います。研究開発課題提案書の記載事項に不明な点（電子メールによ

り提出された電子データの損傷や文字化け等）があった場合には、研究代

表者あてに確認しますので、研究代表者は、確実に連絡が取れるようにし

ていただくとともに、総務省からの問い合わせに対して回答できるよう、

必ず提案書の写しを手元に準備しておいてください。  

その他、提案書作成及び提案書提出に関する詳細については、「提案書作

成要領」でご確認ください。 
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（４）受付通知書 

提案書の受領後、電子メールの場合は電子メールで、郵送等の場合は郵

送で、「受付通知書」を発送いたします。 

提案書の提出後１週間を経過しても「受付通知書」が届かない場合には、

提案書を提出した総合通信局等までご連絡ください。  

なお、受付通知書を発送した場合であっても、提案書に不備等があると

きは、審査されないことがあります。 

 

（５）採択結果の公表 

提案された研究開発課題については、平成 20 年度予算の成立後に採否を

決定し、採択された課題については、研究開発実施者の氏名及び所属機関、

研究開発課題名、研究開発課題の概要、研究費の総額等を公表する予定で

す。 

 

 

 

９ その他 
（１）本提案要領の内容に変更が生じた場合には、必要に応じて、本制度のホ

ームページ等でお知らせいたします。 

 

（２）本制度は、中小企業技術革新制度（日本版 SBIR）の対象となっています。

当該制度の内容については、下記 URL を参照又は総務省情報通信政策局情

報通信政策課（電話：03-5253-5735）までお問い合わせください。  

○中小企業庁の中小企業技術革新制度に関するホームページ 

http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq07_sbir.htm 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/sbir/19fy/index.html 
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１０ 提案書の提出先、問い合わせ先 
提案書は、研究代表者の所属機関の都道府県を管轄する総合通信局等へ提出

してください。 

提案書の記載又は提出方法等に関する問い合わせやご相談についても、管轄

の総合通信局等まで願いします。なお、本制度全般に関する問い合わせは、総

務省情報通信政策局技術政策課までお願いします。 

 

 

【提案書の提出先（提出方法等に関する問合せ先）】  

都道府県名 提出先・問合せ先 

北海道･ 北海道総合通信局 情報通信部 電気通信事業課 

〒060-8795 札幌市北区北８条西 2 丁目 1-1 

札幌第１合同庁舎 

電話：011-709-2311（内線 4708） 

E-mail: shien-hokkaido@rbt.soumu.go.jp 

青森県・岩手県・宮城

県・秋田県・山形県・福

島県 

東北総合通信局 情報通信部 情報通信連携推進課 

〒980-8795 仙台市青葉区本町 3 丁目 2-23 

仙台第 2 合同庁舎 

電話：022-221-9578 

E-mail:shien-toh@rbt.soumu.go.jp 

茨城県・栃木県・群馬

県・埼玉県・千葉県・東

京都・神奈川県・山梨県 

関東総合通信局 情報通信部 情報通信連携推進課 

〒102-8795 千代田区九段南 1 丁目 2-1 

九段第３合同庁舎 

電話：03-6238-1683 

E-mail:gishin@rbt.soumu.go.jp 

新潟県・長野県･ 信越総合通信局 情報通信部 情報通信振興室 

〒380-8795 長野市旭町 1108 

電話：026-234-9933 

E-mail:shinetsu-shinko@rbt.soumu.go.jp 

富山県・石川県・福井県

･ 

北陸総合通信局 情報通信部 電気通信事業課 

〒920-8795 金沢市広坂 2 丁目 2 番 60 号 

金沢広坂合同庁舎 

電話：076-233-4421 

E-mail:hokuriku-jigyo@rbt.soumu.go.jp 

岐阜県・静岡県・愛知

県・三重県 

東海総合通信局 情報通信部 情報通信連携推進課 

〒461-8795 名古屋市東区白壁 1-15-1 

名古屋合同庁舎第３号館 

電話：052-971-9316 

E-mail:tokai-renkei-kenkyu@rbt.soumu.go.jp

滋賀県・京都府・大阪

府・兵庫県・奈良県・和

歌山県 

近畿総合通信局 情報通信部 情報通信連携推進課 

〒540-8795 大阪市中央区大手前 1 丁目 5-44 

電話：06-6942-8546 

E-mail:renkei-k@rbt.soumu.go.jp 
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都道府県名 提出先・問合せ先 

鳥取県・島根県・岡山

県・広島県・山口県･ 

中国総合通信局 情報通信部 情報通信連携推進課 

〒730-8795 広島市中区東白島町 19-36 

電話：082-222-3481 

E-mail:chugoku-renkei@rbt.soumu.go.jp 

徳島県・香川県・愛媛

県・高知県･ 

四国総合通信局 情報通信部 電気通信事業課 

〒790-8795 松山市宮田町 8-5 

電話：089-936-5043 

E-mail:shikoku-seisaku@rbt.soumu.go.jp 

福岡県・佐賀県・長崎

県・熊本県・大分県・宮

崎県・鹿児島県･ 

九州総合通信局 情報通信部 情報通信連携推進課 

〒860-8795 熊本市二の丸 1-4 

電話：096-326-7319 

E-mail:renk@rbt.soumu.go.jp 

沖縄県･ 沖縄総合通信事務所 情報通信課 

〒900-8795 那覇市東町 26-29-4F 

電話：098-865-2302 

E-mail:okinawa-telecom@rbt.soumu.go.jp 

 

【本制度全般に関する問合せ先】 

総務省 情報通信政策局 技術政策課 イノベーション戦略室 

 

〒100-8926 東京都千代田区霞が関 2-1-2 

電話：03-5253-5725 

E-mail: scope@soumu.go.jp 

SCOPE の web サイト  http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/scope/ 
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資料１ 

ＵＮＳ戦略プログラム ＜10の研究開発プロジェクト＞ 
（「ユビキタスネット社会に向けた研究開発の在り方について～ＵＮＳ戦略プログラム～」

から抜粋） 
 
 
 
 
 
 

第４章 ユビキタス重要研究開発戦略 

 
 
第４章では、第３章で示された今後取り組むべき ICT 研究開発を踏まえ、2015

年以降の技術動向を見通した上で、今後、産学官民が連携して推進すべき３つの

戦略プログラムと、１０のユビキタス重要研究開発プロジェクトを“UNS 戦略プ

ログラム”として提言する。 
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４．１ ユビキタス重要研究開発プロジェクトによる対応 
 
（１）ユビキタス重要研究開発プロジェクトの必要性 

 
我が国が、今後も発展を続けていくためには、人や予算など限られたリソースを有

効に活用して最大限の効果を生み出すことが必要であり、研究開発に関してもリソー

スの戦略的な集中投下（重点化）が不可欠である。 
特に ICT 分野は技術の進歩が極めて速く、国際的な競争が激しいことから、諸外国

においても国家予算によりプロジェクトを構築し、ICT 分野の研究開発を重点的に実

施している状況にある。 
我が国においても、効率的な研究開発体制を整え、ユビキタスネット社会に向けて

必要な技術の研究開発を重点的に推進していく必要がある。このため、重点化の意義、

研究開発の社会に対する成果(アウトカム)をふまえた研究開発目標(アウトプット)、
参加者の役割といったビジョンを共有し、イノベーションを起こす産学官の交流・連

携とともにユビキタスネット社会の構築に向けた民の参加による利用者視点の成果

を重視したプロジェクトを政策的に重点的に取り組むこととし、これを「ユビキタス

重要研究開発プロジェクト」と呼ぶこととする。 
従って、ユビキタス重要研究開発プロジェクトとは『今後 2010 年のユビキタスネ

ット社会に向けて、我が国において政策的に取り組むべき、産学官、さらには民の連

携により強力に推進していくべき研究開発プロジェクト』であり、技術の高度化を図

るとともに、産学官の連携や民の参加のための総合的な研究開発基盤を構築すること

を目標とする。 
 
 

（２）ユビキタス重要研究開発プロジェクトの実施体制 

 
ユビキタスネット社会においては、多様な知の相乗作用により、新しい価値を産み

出していくことになるが、この「価値創発」の担い手は産学とともに「民」であるた

め、ユビキタス重要研究開発をすすめるにあたっても「民」の視点で進めることが必

要である。 
従って、産学官の交流・連携によって新たなイノベーションを実現するだけではな

く、利用者視点からの目標設定や、社会における受容度の把握など、研究開発の企画

や実施の早い段階から利用者の視点を取り込むことが欠かせない。このように、ユビ

キタス重要研究開発は、産学官、さらには民との連携の下でプロジェクトを戦略的に

推進していくことが必要である。 
産学官民の連携内容にはさまざまなものが考えられるが、例えば「費用分担が必要

なもの」、「研究者の結集が必要なもの」、「体制整備が必要なもの」などのように、プ

ロジェクトの内容や目標により、参加者の最適な役割をケースバイケースで設定して

行かなければならず、きめ細やかな連携策が求められる。 
また、それぞれのユビキタス重要研究開発プロジェクトは、単独の技術テーマや施
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策だけではなく、複数の要素技術や施策により構成されるものであり、プロジェクト

としての成果目標の実現に向け、要素技術や個別施策相互間の有機的な連携を図りな

がら推進しなければならない。 
 
 

○ 必要性
– 少子高齢化に直面する我が国が、今後発展を続けていくた

めには、限られたリソース（人材や予算）を有効に活用するた
めに、重点化が必須。

– 特にICT分野は、技術の進歩が極めて速く、国際的な競争が
激しいことから、諸外国においても国家予算によりプロジェク
トを構築し、ICT分野の研究開発を重点的に実施。

産産

学学 官官

ユビキタスユビキタス
重要研究開発重要研究開発
プロジェクトプロジェクト

民民

○ 実施体制
– ユビキタス重要研究開発プロジェクトは、我が国の産学官、さ

らに民が連携して推進。

– 連携の内容は、予算措置が必要なもの、研究者の交流が必
要なもの、体制整備が必要なもの、などのように、プロジェク
トの内容（目標）により、参加者の最適な役割をケースバイ
ケースで設定。

– プロジェクトは一つの施策だけではなく複数の施策により成り
立つが、一つの目標にむけて相互に関連しながら推進。

○ ユビキタス重要研究開発プロジェクト
– 今後、日本として政策的に取り組むべき研究開発プロジェクト

を、産学官連携により強力に推進することで、技術の高度化
を図るとともに、総合的な研究開発基盤を構築する。

ユビキタスネット社会の構築のため
には、ユーザのニーズに合致した
技術を実現していくことが必要であ
る。そのため、研究開発においては、
事後の評価だけではなく、企画や
研究の初期段階から利用者として
の民の参画のもとで推進していくこ
とが必要。

 
 

図４－１ ユビキタス重要研究開発プロジェクトによる対応 
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４．２ ユビキタス重要研究開発プロジェクトに求められる視点 

 
ユビキタス重要研究開発プロジェクトは、今後我が国の ICT 研究開発が目指すべき３

つの方向性における技術の高度化・実用化を単に図るだけではなく、総合的な研究開発

基盤を構築するなど、政策的に重要なプロジェクトである。従って、我が国の ICT 研究

開発を巡る課題にも対応することが必要であるだけでなく、世界にまだ前例のない新た

な社会、すなわち、社会的課題を解決するとともに国際的にも win-win の関係で発展し

つづける新しいユビキタスネット社会、の構築に貢献する研究開発を行うものであるこ

とから、以下に掲げる８つの視点に留意して推進されなければならない。 
 
（1）イノベーションやブレークスルーの促進 

 長期的な視点に立って将来を見据え、未開拓の新しい分野や技術などの基礎研究

にも取り組むプロジェクトにより、世界の最先端の技術力を維持するイノベーショ

ンやブレークスルーを促進する。 
 

（2）アーキテクチャの先導的創出 
 様々な機器が混在するユビキタスネットワークでは、機器間の相互接続やアプリ

ケーションの連携が必要である。我が国がユビキタスネット社会におけるトップラ

ンナーになるために、システム・アーキテクチャを先導的に創出する。 
 

（3）利用を見据えたオープンな実証実験 
 研究開発成果が社会に円滑に受け入れられるためには、アーキテクチャ、ビジネ

スモデル、利用者の感受性等、様々な視点から検討を行うことが重要となる。利用

を見据えたオープンな実証実験を推進する。 
 

（4）将来を担う人材育成 
 若手とシニア、研究者とコーディネーターのバランスよい参画により、プロジェ

クトマネージャー、コーディネーター、プロデューサーの育成とともに、持続的発

展のために若手研究者も継続的にプロジェクトを通じて育成する。 
 

（5）新しいビジネスの創出 
 ICT は社会の基盤として社会経済の活性化に繋がる。単なる技術開発に終わるこ

となく、生み出された成果の上で他分野の活動領域を広げることにより、新たな起

業を含め新産業を創出する。 
 

（6）国際的な協調・競争を戦略的にリード 
 ICT は国際的に展開することが多いため、欧米との連携はもとより、アジアを中

心とした共同研究や人材交流の促進などを進めつつ、我が国の先進的な技術により

標準化を先導し、国際的な協調と競争を戦略的にリードする。 
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（7）社会全体の課題を解決 
 ユビキタスネット社会は ICT により社会の様々な課題を解決するものであり、社

会全体に影響が及ぶ。国を挙げて行うプロジェクトとして、我が国をはじめとした

社会全体の課題の解決に国民がその利益を実感できることが重要である。 
 

（8）国民の夢へのつながり 
 社会の基盤としての ICT は重要であるが、基盤であるが故に ICT そのものの重要

性が見えにくくなっている。ICT の意義や面白さを訴え、国民に豊かな未来につな

がる夢のあるプロジェクトを提示できるようにする。 
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４．３ ユビキタス重要研究開発３戦略と１０のプロジェクト 

    ～UNS 戦略プログラム～ 
 

第３章で整理したユビキタスネットワーク社会に向けた３つの重点領域（「新世代ネッ

トワーク技術」、「ICT 安心・安全技術」、「ユニバーサル・コミュニケーション技術」）に

おける研究開発を戦略的に推進するため、３つの戦略プログラムと１０の研究開発プロ

ジェクトを提言する。 
 
（１）３つの戦略プログラム 

 

ア． 国際先導プログラム 

世界有数のブロードバンド環境を実現した我が国の持つ技術的優位性を今後も維

持・強化させるため、「新世代ネットワーク（New Generation Networks）技術」の重

点的な研究開発を推進することにより、フロントランナーとして国際社会の中でア

イデンティティを発揮し、今後も国際社会を先導していく。 
 

イ． 安心・安全プログラム 

ユビキタスネット社会に潜む影から生活を守り、確固たる社会基盤として ICT を

根付かせるとともに、犯罪や災害、医療・福祉、環境などに対する国民の不安を軽

減させ、少子高齢化でも明るい未来を切り拓く活力のある好老社会を構築するため、

「ICT 安心・安全（Security and Safety）技術」の重点的な研究開発を推進し、安全で

安心な社会を構築する。 
 

ウ． 知的創発プログラム 

人に優しい ICT により、すべての人と人とが、時間や場所など置かれた条件を問

わずに交流でき、新たな「知」や「価値」を生み出すことで夢に向かってフレキシ

ブルに対応できる社会の実現を目指すため、「ユニバーサル・コミュニケーション

（Universal Communications）技術」の重点的な研究開発を推進し、知の創造と活用を

促す。 
 
 

（２）１０の研究開発プロジェクト 

 
３つの戦略プログラムを具体化するため、国内外の技術動向を踏まえ、専門家を対象

としたアンケート調査をもとに、１０の研究開発プロジェクトを提言する。（参考資料・

第３部） 
 
① 「新世代ネットワークアーキテクチャ」 

② 「ユビキタスモビリティ」 

③ 「新 ICT パラダイム創出」 
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④ 「ユビキタスプラットフォーム」 

⑤ 「セキュアネットワーク」 

⑥ 「センシング・ユビキタス時空基盤」 

⑦ 「ユビキタス＆ユニバーサルタウン」 

⑧ 「高度コンテンツ創造流通」 

⑨ 「スーパーコミュニケーション」 

⑩ 「超臨場感コミュニケーション」 

 
 
 詳細については、次頁以降を参照。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－２ UNS 戦略プログラム 

 

壊されても、壊れても、すぐ使え
る世界最強のネットワーク・ライ
フラインをつくる

環境問題や災害対策に貢献す
る高精度な計測、時空間、測位
の基盤をつくる

「光」を武器にnonIPまでを見越した
新たなコンセプトのネットワークをつ
くる 「モバイル」を核に、宇宙から地上のすみ

ずみまでをシームレスにカバーするスー
パーブロードバンド環境をつくる

ネット上で自在に認証、課金、
流通、サービス統合などが出
来るプラットフォームをつくる

光・量子通信基盤技術、ナノＩＣＴ
技術といった、２０年後の日本の
糧となるＩＣＴの「種」をつくる

誰でもが自在にコンテンツを創り、
情報の信頼を確保しつつ、使える
環境をつくる

センサーネットワークやロボット等
により、高齢者・障害者をはじめ
人に優しく地球に優しいユビキタ
スネット環境をつくる

＜セキュアネットワーク＞

＜センシング・ユビキタス時空基盤＞

＜新ICTパラダイム創出＞

＜新世代ネットワークアーキテクチャ＞

＜高度コンテンツ創造流通＞

＜ユビキタス＆ユニバーサルタウン＞

言語、知識、文化の「壁」を感じさせ

ない超越コミュニケーションをつくる

＜スーパーコミュニケーション＞

言語、知識、文化の「壁」を感じさせ

ない超越コミュニケーションをつくる

＜スーパーコミュニケーション＞

世界初の立体・臨場感
テレビ・コミュニケーションをつくる

＜超臨場感コミュニケーション＞

世界初の立体・臨場感
テレビ・コミュニケーションをつくる

＜超臨場感コミュニケーション＞

＜ユビキタスモビリティ＞

＜ユビキタスプラットフォーム＞

＜国際先導プログラム＞
新世代ネットワーク技術戦略

＜知的創発プログラム＞
ユニバーサル・コミュニケーション技術戦略

＜安心安全プログラム＞
ＩＣＴ安心・安全技術戦略

UUbiquitousbiquitous NNetwork etwork SSocietyociety

戦略プログラム戦略プログラム

Universal Communications New Generation Networks

Security and Safety
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① 新世代ネットワークアーキテクチャ 

 
「光」を武器に nonIP までを見越した新たなコンセプトのネットワークをつくる

新世代ネットワークアーキテクチャとは、「光」を武器に nonIP までを見越した新た

なユビキタスネット社会のアーキテクチャを作ることを目標に、既存のインターネッ

トアーキテクチャにとらわれずに、将来まで見越したネットワーク統合アーキテクチ

ャとしてフォトニックネットワークや、トラヒックの急増や一極集中等に対応し得る

次世代のバックボーン、ユビキタスネットワークを構築するプロジェクトである。こ

れにより IP ベースのNGN から、将来の non-IP まで見越し、更にAll 光ベースでのフ

ォトニックネットワーク技術も踏まえた次世代のネットワークアーキテクチャを

2010 年までに実現し、実証研究開発ネットワークを構築する。さらに、これを元にそ

の先の新世代ネットワークアーキテクチャの概念を構築し、その実現に向けた萌芽的

研究を行う。 
このプロジェクトにおいてはユビキタスネット社会の為のコア技術を実現し、新し

い社会のもとイノベーションを起こしつつ、ブロードバンドで世界一になった我が国

が従来弱かったアーキテクチャでも世界を先導し、貢献するという意義がある。この

為には、積極的に研究開発を進めるとともに、アーキテクチャが国際的なデファクト

またはデジュールとして通用するための国際的な協調・競争の戦略を描いてゆく必要

がある。 
デバイス関係について日本の現在の優位な世界的地位を今後も維持することや、ル

ーターでの国家間の競争が激化していることから、光ルーター等の次世代ノードにお

いても国際的に先導していくことも重要であり、このため国際的な協調・競争を重視

した戦略も必要とされる。 
本プロジェクトにおいて国の役割としては、NGN のアーキテクチャ及びプロトコ

ル、光ルーター・光ＲＡＭ等の研究開発・実証実験への資金投入や、プロジェクトマ

ネージャー・コーディネーター・プロデューサーの輩出、Beyond-JGNII の構築、ネッ

トワーク相互接続性・相互運用検証センターの構築、オープンラボ等の運営、標準化

活動支援、などが挙げられる。また、実運用に向けて証実験から得た経験の蓄積と活

用を行うことも国の役割である。 
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図４－３ 新世代ネットワークアーキテクチャプロジェクトの主要ロードマップ 

 

トラヒックの急増や一極集中等に対応す
ると共に、ネットワークなどを自律構成し
最適なアクセスネットワークの選択と相
互接続、自在なネットワーク資源の割り
当てが可能な、ベストエフォートを越える
ネットワークアーキテクチャを確立。
ユーザ要求に応じてギガビットクラスの
波長パスを自在に提供するマルチドメイ
ン・マルチレイヤ対応の１００Tbpsの光
ルータを実現。

高度化・高機能化のためのアドレス、ルーティ
ング、シグナリング技術を確立するとともに、
インフラストラクチャに耐えうる信頼性を提供
するサバイバルネットワーク機能を確立。
全光信号処理、超高速光伝送技術などの高
速・広帯域性を極限まで追求し全光ネット
ワークを実現する。
新世代ネットワークアーキテクチャの実証実
験による検証を行う。

２０１０ ２０１５

・光RAMを用いた全光超高速信号処理により、
全光パケット処理の集積型ルーターを実現

・シャノン限界の極限光通信を実現

・コア系におけるボトルネック解消の
ため、光・ＩＰ連携ネットワーク制御技
術、100Tbps級光ルータを実現

・光パケットルータに適用可能な光
RAM基礎技術の確立（数百の光ラベ
ル処理）

・省待機電力・高効率光通信システム
(2bps/Hz以上）の実現

最先端のフォ
トニック・ノード
技術

・ペタビット級の転送処理能力とともに、きめ細
かく柔軟な光パス容量制御を実現する技術、
マルチレイヤ・マルチドメインネットワークにお
ける統合化経路制御技術を確立

・テラビット級のサーバ間データ伝送、超高速
ストレージアクセス、超高速光配信を実現

・様式、粒度等の異なる多様なデータ
に対応し、異なるネットワーク間で接
続可能なマルチフォーマットノード技
術の確立

・10ギガ級アクセス収容技術を確立し、
エンドユーザにおける超高速化を加
速

ニーズに合わ
せた自由自在
な管理・制御
技術

・アドレス、ルーティング、シグナリングを高度
化・高機能化し、高信頼のインフラとして活用
可能なサバイバルネットワーク機能を確立す
る。

・電子タグやセンサー等ユビキタス環境に適用
可能な自律分散的な運用管理を実現し、実証
実験により検証を行う。
・新世代ネットワークアーキテクチャの実証実
験による検証を行う。

・固定・移動通信が融合されたネット
ワークや100Tbpsを実現するネット
ワークを自律的に構成し、最適なネッ
トワーク選択・相互接続や品質管理
の可能なネットアークアーキテクチャ
を確立。
・優先度や特性の異なる通信のトラ
ヒック制御・管理理論を確立する。こ
れを元に、新世代ネットワークアーキ
テクチャの概念を構築し、その実現に
向けた萌芽的研究を行う。

ネットワーク・

アーキテク
チャ

２０１５年頃２０１０年頃

・光RAMを用いた全光超高速信号処理により、
全光パケット処理の集積型ルーターを実現

・シャノン限界の極限光通信を実現

・コア系におけるボトルネック解消の
ため、光・ＩＰ連携ネットワーク制御技
術、100Tbps級光ルータを実現

・光パケットルータに適用可能な光
RAM基礎技術の確立（数百の光ラベ
ル処理）

・省待機電力・高効率光通信システム
(2bps/Hz以上）の実現

最先端のフォ
トニック・ノード
技術

・ペタビット級の転送処理能力とともに、きめ細
かく柔軟な光パス容量制御を実現する技術、
マルチレイヤ・マルチドメインネットワークにお
ける統合化経路制御技術を確立

・テラビット級のサーバ間データ伝送、超高速
ストレージアクセス、超高速光配信を実現

・様式、粒度等の異なる多様なデータ
に対応し、異なるネットワーク間で接
続可能なマルチフォーマットノード技
術の確立

・10ギガ級アクセス収容技術を確立し、
エンドユーザにおける超高速化を加
速

ニーズに合わ
せた自由自在
な管理・制御
技術

・アドレス、ルーティング、シグナリングを高度
化・高機能化し、高信頼のインフラとして活用
可能なサバイバルネットワーク機能を確立す
る。

・電子タグやセンサー等ユビキタス環境に適用
可能な自律分散的な運用管理を実現し、実証
実験により検証を行う。
・新世代ネットワークアーキテクチャの実証実
験による検証を行う。

・固定・移動通信が融合されたネット
ワークや100Tbpsを実現するネット
ワークを自律的に構成し、最適なネッ
トワーク選択・相互接続や品質管理
の可能なネットアークアーキテクチャ
を確立。
・優先度や特性の異なる通信のトラ
ヒック制御・管理理論を確立する。こ
れを元に、新世代ネットワークアーキ
テクチャの概念を構築し、その実現に
向けた萌芽的研究を行う。

ネットワーク・

アーキテク
チャ

２０１５年頃２０１０年頃
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② ユビキタスモビリティ 

 
「モバイル」を核に、宇宙から地上のすみずみまでをシームレスにカバーする

スーパーブロードバンド環境をつくる 
 

ユビキタスモビリティとは、「モバイル」を核に、宇宙から地上までのすみずみま

でをシームレスにカバーするスーパーブロードバンド環境をつくることを目標に、モ

バイルネットワーク、衛星ネットワーク及び固定ネットワークがシームレスに接続し

た環境において、ユーザが自分の置かれている状況を意識せずに、一つの高機能端末

(高機能アプライアンス)で手軽に安心して、ITS を含む多様なアプリケーションにお

いて必要なコンテンツを最適な状態で享受し続けることができるようなユビキタス

モビリティ環境を、電波資源の拡大に努めつつ実現するプロジェクトである。これに

より光・高周波を新たなネットワーク資源として捉え地上から宇宙空間までを包含し、

広帯域から小電力まで、シームレスで、強いユビキタスモビリティを 2015 年までに

実現する。 
このプロジェクトにおいては、我が国が世界をリードしているモバイル ICT を中核

として、システムアーキテクチャへの取組やオープンな実証実験の場の提供等を通じ

て、我が国の社会システムの基盤を構築し、便利で快適な社会を実現すると同時に、

多目的で使用するためオープンな環境にて他分野の参加を促すという意義がある。こ

れにより、他分野への経済的な波及効果の大きいモバイル技術の進展により、大規模

な市場の創出や雇用の拡大を実現し、我が国の経済を直接的に活性化する。また、地

上系だけでなく衛星系のモバイルネットワークも活用することにより、災害時／緊急

時通信やユニバーサルサービス等いつでも何処でも確実に繋がる頑強で柔軟なネッ

トワークを実現し、便利で快適のみでなく、安全で安心な社会をも実現する。さらに、

ＩＴＳなどにより効率的な社会経済活動を推進し、社会の環境負荷を軽減する。 
本プロジェクトにおける国へ期待する役割としては、シームレスなQoS・周波数の

超高効率有効利用技術などの技術への先導的取組、各種移動通信システムの実用化や

相互接続の実現に向けたテストベット構築、技術試験のための人工衛星による宇宙実

証実験、標準化活動、プロジェクトマネージャー、コーディネーター、プロデューサ

ーの輩出、などが挙げられる。 
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図４－４ ユビキタスモビリティプロジェクトの主要ロードマップ 

 

電波資源の拡大を図りつつ、各種モバイル
網のＩＰ化や固定ネットワークとモバイルネッ
トワークの統合（ＦＭＣ）の確立により、シー
ムレスでスケーラブルな接続環境を実現。
サービス品質（QoS）の制御・管理を異種
ネットワーク間で連携することを可能とする
仕組、トラヒックエンジニアリングやプロファ
イル管理などの高度なネットワーク管理の
実現により、ユーザは特に意識することなく
多様なサービスを享受。

さまざまなネットワークが混在するなか、端末能力
やアプリケーションに最適なリソースを選択したり
しながら、多様なサービスを同時かつ継続的に利
用することを可能とする、数千万以上のアプライア
ンスを収容可能なスケーラブルで強いユビキタス
モバイルインフラストラクチャを実現。
能力や状況の異なる多数のアプライアンス間にお
いてプレゼンス情報等が自由に流通することによ
り、高度なサービスに対しても瞬時に適用可能な
シームレス統合通信環境を自律的かつ効率的に
提供。

２０１０ ２０１５２０１０ ２０１５

・百ギガビットクラスの衛星通信基盤技術及び第４
世代移動通信システムクラスの伝送速度の衛星
移動通信技術を確立。

・災害時、緊急時や輻輳時にも切れることのない
強くて柔軟な衛星回線を実現。

・ユーザは単一のアプライアンスを地上ネットワー
クと衛星ネットワークの違いを意識せずに安心して
利用。

・ギガビットクラスの固定衛星通信を
実用化

・災害時や緊急時にも信頼して使うこ
とできる第３世代携帯電話（３Ｇ）クラ
スの伝送速度の衛星移動通信技術
を確立。

超高速で高信頼
な新世代衛星通
信システム実現
技術

・ネットワークやアプライアンスが状況／ニーズに
応じて最適な無線リソースを自律的に選択したり、
複数のチャネルを同時に利用するなどして、ユー
ザが意識することなく、電波資源を有効に利用す
る技術を実現。

・高マイクロ波帯やミリ波帯用の無線デバイスや
RF回路を安価に製造できる技術を確立し、超広帯
域スマートアプライアンスを実現。

・周囲の電波利用環境に自律的に適
応するコグニティブ無線通信など高
度な電波の共同利用のための技術
を確立。

・高マイクロ波帯（６～30GHz）やミリ
波帯への周波数移行を促進するた
めの技術を確立。

電波資源開発技
術

・モバイルネットワーク、衛星ネットワーク、固定
ネットワークなど広帯域から小電力に渡るさまざま
なネットワークが混在するなか、異種ネットワーク
間でのQoSシームレスハンドオーバ、サービスシー
ムレスハンドオーバ技術を実現。これにより、ユー
ザは、一台の高機能アプライアンスにより、様々な
場面で必要なコンテンツを常に最適な状態で享受
可能。

・各種モバイル網のＩＰ化や固定ネッ
トワークとモバイルネットワークの統
合（FMC : Fixed Mobile 
Convergence）等によりシームレスな
接続環境を実現。

・異種ネットワーク間でのQoSの制
御・管理やトラヒックエンジニアリング
管理などを実現する技術を確立。

異種ネットワーク
シームレス接続
技術

・ユーザが手軽にブロードバンドコンテンツを享受
できるよう、オフィス環境（ノマディック）で数十ギガ
ビットクラス、高速移動時でギガビットクラスのスー
パーブロードバンド通信技術を実現。

・数千万～数億程度のアプライアンスを収容可能
なスケーラブルで頑強なユビキタスモビリティネット
ワーク技術を実現。

・オフィス環境（ノマディック）でギガ
ビットクラス、高速移動時で100Mbps
以上のブロードバンド通信技術を確
立。

・上記技術を活用して、オープンな環
境で、産学官が連携して実証実験等
を行うことができる場としてユビキタ
スモビリティテストベッドを構築。

超広帯域（スー
パーブロードバン
ド）でスケーラブ
ルなモバイルネッ
トワーク技術

２０１５年頃２０１０年頃

・百ギガビットクラスの衛星通信基盤技術及び第４
世代移動通信システムクラスの伝送速度の衛星
移動通信技術を確立。

・災害時、緊急時や輻輳時にも切れることのない
強くて柔軟な衛星回線を実現。

・ユーザは単一のアプライアンスを地上ネットワー
クと衛星ネットワークの違いを意識せずに安心して
利用。

・ギガビットクラスの固定衛星通信を
実用化

・災害時や緊急時にも信頼して使うこ
とできる第３世代携帯電話（３Ｇ）クラ
スの伝送速度の衛星移動通信技術
を確立。

超高速で高信頼
な新世代衛星通
信システム実現
技術

・ネットワークやアプライアンスが状況／ニーズに
応じて最適な無線リソースを自律的に選択したり、
複数のチャネルを同時に利用するなどして、ユー
ザが意識することなく、電波資源を有効に利用す
る技術を実現。

・高マイクロ波帯やミリ波帯用の無線デバイスや
RF回路を安価に製造できる技術を確立し、超広帯
域スマートアプライアンスを実現。

・周囲の電波利用環境に自律的に適
応するコグニティブ無線通信など高
度な電波の共同利用のための技術
を確立。

・高マイクロ波帯（６～30GHz）やミリ
波帯への周波数移行を促進するた
めの技術を確立。

電波資源開発技
術

・モバイルネットワーク、衛星ネットワーク、固定
ネットワークなど広帯域から小電力に渡るさまざま
なネットワークが混在するなか、異種ネットワーク
間でのQoSシームレスハンドオーバ、サービスシー
ムレスハンドオーバ技術を実現。これにより、ユー
ザは、一台の高機能アプライアンスにより、様々な
場面で必要なコンテンツを常に最適な状態で享受
可能。

・各種モバイル網のＩＰ化や固定ネッ
トワークとモバイルネットワークの統
合（FMC : Fixed Mobile 
Convergence）等によりシームレスな
接続環境を実現。

・異種ネットワーク間でのQoSの制
御・管理やトラヒックエンジニアリング
管理などを実現する技術を確立。

異種ネットワーク
シームレス接続
技術

・ユーザが手軽にブロードバンドコンテンツを享受
できるよう、オフィス環境（ノマディック）で数十ギガ
ビットクラス、高速移動時でギガビットクラスのスー
パーブロードバンド通信技術を実現。

・数千万～数億程度のアプライアンスを収容可能
なスケーラブルで頑強なユビキタスモビリティネット
ワーク技術を実現。

・オフィス環境（ノマディック）でギガ
ビットクラス、高速移動時で100Mbps
以上のブロードバンド通信技術を確
立。

・上記技術を活用して、オープンな環
境で、産学官が連携して実証実験等
を行うことができる場としてユビキタ
スモビリティテストベッドを構築。

超広帯域（スー
パーブロードバン
ド）でスケーラブ
ルなモバイルネッ
トワーク技術

２０１５年頃２０１０年頃
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③ 新 ICT パラダイム創出  

 
 光・量子通信基盤技術、ナノ ICT 技術といった 20 年後の日本の糧となる ICT
の「種」をつくる 

 
新 ICT パラダイム創出とは、光・量子通信基盤技術、ナノ ICT 技術といった、20

年後の日本の糧となる ICT の「種」をつくることを目標に、現在想定される極限の信

頼性と通信速度を実現可能とする光・量子通信技術の確立や、脳・末梢神経活動の解

明・モデル化、ナノ・バイオ技術の ICT への適用など、異分野融合により、新たな ICT
パラダイムを創出するプロジェクトである。これにより 2020 年以降の技術の種とな

る、極限の速度、信頼性を有する光・量子通信基盤技術、ICT の人間回帰の基礎とな

るナノ・分子・バイオ ICT 技術を世界に先駆けて、要素技術の実現・実証を図る。 
このプロジェクトにおいては、量子暗号の早期実用化から本格的な量子情報通信ネ

ットワークの実現までをターゲットにした短期から中長期に亘る視点に立った基盤

研究を推進し、従来の信頼性や通信容量の限界を大きく越える通信を可能とすること

による新しいビジネスを創出する。同時に、長期的な視点に立った異分野融合の基礎

研究を推進することにより個々の能力を引き出し、様々な知の相乗作用を通じて新た

な技術やイノベーションを創発するなど、ICT において我が国がリードしている国際

競争力を一層強化し、新たに世界をリードする為のパラダイムシフトを起こす意義が

ある。さらに、ナノ ICT により飛躍的な超低消費電力を実現し、ICT の環境負荷を軽

減する。 
本プロジェクトにおいて国へ期待する役割としては、量子中継やテラヘルツを含む

光波通信技術、ナノ・分子・バイオ融合技術などの研究プロジェクトに対するリスク

マネーの投入、競争的資金による萌芽的研究の支援、光・量子通信研究センターの構

築、ナノ・分子・バイオ研究センターの構築、プロジェクトマネージャー・コーディ

ネーター・プロデューサーの輩出、量子暗号の評価基準の策定、などが挙げられる。 
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図４－５ 新ICTパラダイム創出プロジェクトの主要ロードマップ

究極の光波基盤技術に基づく超高速・高信
頼・高適応光ネットワークの実現。
量子中継により量子暗号が幹線系へと展開
するとともに、量子分散処理ネットワークや
シャノン限界を超える量子通信等、光ネット
ワークの新パラダイムが実現。
五感コミュニケーションインタフェースの実現。
バイオ・分子融合による新パラダイム情報通
信基礎技術の確立。

２０１０ ２０１５

・五感通信インタフェースの実現

・ブレインコミュニケーションのための単純な脳活
動のデコーディング解析など基礎的システムの
確立

・五感知覚に関わる神経活動のモデル化、運
動に関わる神経活動のモデル化

・脳活動のデコーディングとその利用技術に
関する基盤技術の開発

人間回帰
のバイオ
基礎技術

・リアルタイム測定可能な小型分光イメージング
装置の実現

・分野毎分光データベースの統合

・テラヘルツ帯でのセンサー・無線LANの統合
ネットワークの実現

・危険物検知や生体認証を実現するため、常
温で連続発振可能な量子カスケードレーザを
実現

・テラヘルツ分光データベースの構築

・超大容量通信を可能とする160GHz動作ハ
イエンドルータ基礎技術の確立

未開拓超
高周波基
盤技術（テ
ラヘルツ
技術）

・超小型光ノードやユニバーサルコネクション、大
規模集積光回路の実現

・ナノゲート・カーボンナノチューブFETの実現

・近接場光によるナノフォトニック高機能信号処
理回路の実現

・バイオ・分子融合による新たな情報通信基礎技
術の確立

・分子による情報ロジック素子の開発

・分子タグやウエアラブル情報通信デバイスのプ
ロトタイプの開発

・ナノ技術を活用して、ネットワークの小型化・
省電力化を実現するため、光再生中継器、光
遅延型OADMを実現

・フォトニック結晶技術により、高Ｑ値、光閉じ
込めを実現。また

・1.55μm波長帯量子ドット形成技術の確立

・近接場光によるナノフォトニック基本技術の
確立

・バイオモデルによる自己修復高機能ネット
ワーク技術の確立

･分子通信技術として、分子を用いた情報の
コーディング・選別・輸送の要素技術確立

ナノ・分
子・バイオ
ＩＣＴネット
ワーク技
術

・超小型光ノードや大規模集積光回路など革新
的な光機能システムの実現

・シャノン限界を超える大容量の量子通信基礎技
術の確立

・量子中継による長距離(100km超)量子暗号の
実現

・多者間の多機能セキュリティシステム等量子認
証・量子決済基礎技術の確立

・量子情報処理の実利用技術、インターフェース
の基礎技術の確立

・極限的な光波技術の要素技術の確立

・量子暗号通信を都市内ネットワークに展開
するため、100km圏1Mbps級鍵配送システム、
近距離でのワイヤレス量子暗号の実現

・通信波長帯での小型・高性能な単一光子源、
光子検出器、量子もつれ光子源の実現

・量子中継・信号処理基礎技術の確立

光・量子
情報通信
技術

２０１５年頃２０１０年頃

・五感通信インタフェースの実現

・ブレインコミュニケーションのための単純な脳活
動のデコーディング解析など基礎的システムの
確立

・五感知覚に関わる神経活動のモデル化、運
動に関わる神経活動のモデル化

・脳活動のデコーディングとその利用技術に
関する基盤技術の開発

人間回帰
のバイオ
基礎技術

・リアルタイム測定可能な小型分光イメージング
装置の実現

・分野毎分光データベースの統合

・テラヘルツ帯でのセンサー・無線LANの統合
ネットワークの実現

・危険物検知や生体認証を実現するため、常
温で連続発振可能な量子カスケードレーザを
実現

・テラヘルツ分光データベースの構築

・超大容量通信を可能とする160GHz動作ハ
イエンドルータ基礎技術の確立

未開拓超
高周波基
盤技術（テ
ラヘルツ
技術）

・超小型光ノードやユニバーサルコネクション、大
規模集積光回路の実現

・ナノゲート・カーボンナノチューブFETの実現

・近接場光によるナノフォトニック高機能信号処
理回路の実現

・バイオ・分子融合による新たな情報通信基礎技
術の確立

・分子による情報ロジック素子の開発

・分子タグやウエアラブル情報通信デバイスのプ
ロトタイプの開発

・ナノ技術を活用して、ネットワークの小型化・
省電力化を実現するため、光再生中継器、光
遅延型OADMを実現

・フォトニック結晶技術により、高Ｑ値、光閉じ
込めを実現。また

・1.55μm波長帯量子ドット形成技術の確立

・近接場光によるナノフォトニック基本技術の
確立

・バイオモデルによる自己修復高機能ネット
ワーク技術の確立

･分子通信技術として、分子を用いた情報の
コーディング・選別・輸送の要素技術確立

ナノ・分
子・バイオ
ＩＣＴネット
ワーク技
術

・超小型光ノードや大規模集積光回路など革新
的な光機能システムの実現

・シャノン限界を超える大容量の量子通信基礎技
術の確立

・量子中継による長距離(100km超)量子暗号の
実現

・多者間の多機能セキュリティシステム等量子認
証・量子決済基礎技術の確立

・量子情報処理の実利用技術、インターフェース
の基礎技術の確立

・極限的な光波技術の要素技術の確立

・量子暗号通信を都市内ネットワークに展開
するため、100km圏1Mbps級鍵配送システム、
近距離でのワイヤレス量子暗号の実現

・通信波長帯での小型・高性能な単一光子源、
光子検出器、量子もつれ光子源の実現

・量子中継・信号処理基礎技術の確立

光・量子
情報通信
技術

２０１５年頃２０１０年頃

光波、・ナノICT等による未来型光機能シス
テム基盤技術の確立。
量子暗号鍵配布を用いた無条件安全な都
市内ネットワークを実現するとともに、量子
中継、量子信号処理の基盤技術を確立。
知覚の読み出しによるブレイン・コミュニ
ケーション技術。五感知覚や運動に関わる
神経活動のモデル化。光ナノＩＴ、未開拓超
高周波技術による次世代ネットワーク基盤
技術、バイオモデルによる自己修復等高機
能ネットワーク基礎技術や自己組織化等の
機能を持つ分子通信技術の開発。
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④ ユビキタスプラットフォーム 

 
ネット上で自在に認証、課金、流通、サービス統合などが出来るプラットフォ

ームをつくる 
 

ユビキタスプラットフォームとは、ネット上で自在に認証、課金、流通、サービス

統合などが出来るプラットフォームをつくることを目標に、情報家電、携帯端末など

様々なアプライアンスやネットワーク環境が接続されているユビキタスネット社会

で、ユーザの求める、信頼できるサービスを無数の情報サービスの中から選択・連携

することを支えるサービス統合のプラットフォームを実現するプロジェクトである。

これによりサービス統合、認証、課金、著作権管理など ICT 利活用を促進するための、

極めて柔軟性の高い共通基盤（プラットフォーム）技術を、2010 年までに実現する。 
このプロジェクトにおいては、コミュニティの自律形成やサービス統合の為のアー

キテクチャを実現、これにかかる実証実験を行うことによりコミュニティを活用しサ

ービスの相互乗り入れの技術検証を行い、異業種、全国/地域などの相容れなかったビ

ジネスのコラボレーションからの新ビジネスを実現する、という意義がある。 
国際的には、プラットフォーム技術の標準化に係る国際協調を進めると共に、製造

業を強みとして世界を先導する。 
本プロジェクトにおける国へ期待する役割としては、動的なコミュニティ形成に対

応できるユビキタス・プラットフォーム技術などの研究開発・実証実験への資金投入、

標準化の推進、相互接続性向上に向けた取組み、プロジェクトマネージャー、コーデ

ィネーター、プロデューサーの輩出、オープンなテストベッドの構築、などが挙げら

れる。 
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図４－６ ユビキタスプラットフォームプロジェクトの主要ロードマップ 

 

高速無線、有線ネットワークの上位にユビ
キタスの共通インフラとなるサービスプ
ラットフォームを構築し、個人情報空間や
社会システム、サービスなどが効果的に
相互作用できるための基盤を実現する。
また携帯電話、情報家電など端末技術と
サーバ技術をシームレスに結合する共通
技術を確立する。

サービスプラットフォームにおいて、ユーザの
状況に応じたユーザとサービスのつながり（コ
ミュニティ）を動的に形成・運用するためのコ
ミュニティー技術を確立する。

２０１０ ２０１５

・新たなアーキテクチャに基づく、システム
の相互運用性の検証、新システム開発の
基盤となるテストベッドを構築・運用し、国
際的な検証の先導に貢献。

・ユビキタスプラットフォーム
相互運用性検証センターを構
築し、様々な機器・サービスの
相互運用性を広く検証。

ユビキタス・プ
ラットフォーム
統合化技術

・情報流通の一層の円滑化のため、汎用
的な著作権管理のための新たな管理シス
テムを確立。

・コンテンツの種別、価値等に
応じた多用な著作権管理方法
に柔軟に対応し、どの機器で
も運用条件に応じた利用と適
切な権利保護を可能とするＤ
ＲＭ運用基盤を確立。

デジタルコン
テンツの著作
権管理（ＤＲ
Ｍ）

基盤技術

・ユーザからのニーズとそれに見合った
サービスを適宜結びつけてコミュニティを
形成ことを可能とするために、セキュリティ
を抜本的に向上させた認証・課金システ
ムを構築。

・安全性の高い通信、サービス情報をアプ
ライアンス・ネットワーク上で取捨選択。

・ ＩＣカード、電子タグ、情報家
電等ユビキタスアプライアンス
相互間の迅速な相互接続性、
信頼性の高い相互認証・相互
運用性の確保。

ユビキタスア
プライアンス
による個人認
証・課金

システム基盤
技術

・ユーザの状況に応じたサービスとユーザ、
サービスとサービスのつながり（コミュニ
ティ）を動的に形成・運用可能。

・認証・課金・著作権管理をより効率的か
つ安全に実現できる統合プラットフォーム
を構築。

・高速無線・有線ネットワーク
の上位にユビキタスの共通イ
ンフラとなるサービスプラット
フォームを構築し、個人情報空
間や社会システム、サービス
などが効果的に相互作用可能
な協調アーキテクチャを確立。

ユビキタス・
サービスプ
ラットフォーム
技術

２０１５年頃２０１０年頃

・新たなアーキテクチャに基づく、システム
の相互運用性の検証、新システム開発の
基盤となるテストベッドを構築・運用し、国
際的な検証の先導に貢献。

・ユビキタスプラットフォーム
相互運用性検証センターを構
築し、様々な機器・サービスの
相互運用性を広く検証。

ユビキタス・プ
ラットフォーム
統合化技術

・情報流通の一層の円滑化のため、汎用
的な著作権管理のための新たな管理シス
テムを確立。

・コンテンツの種別、価値等に
応じた多用な著作権管理方法
に柔軟に対応し、どの機器で
も運用条件に応じた利用と適
切な権利保護を可能とするＤ
ＲＭ運用基盤を確立。

デジタルコン
テンツの著作
権管理（ＤＲ
Ｍ）

基盤技術

・ユーザからのニーズとそれに見合った
サービスを適宜結びつけてコミュニティを
形成ことを可能とするために、セキュリティ
を抜本的に向上させた認証・課金システ
ムを構築。

・安全性の高い通信、サービス情報をアプ
ライアンス・ネットワーク上で取捨選択。

・ ＩＣカード、電子タグ、情報家
電等ユビキタスアプライアンス
相互間の迅速な相互接続性、
信頼性の高い相互認証・相互
運用性の確保。

ユビキタスア
プライアンス
による個人認
証・課金

システム基盤
技術

・ユーザの状況に応じたサービスとユーザ、
サービスとサービスのつながり（コミュニ
ティ）を動的に形成・運用可能。

・認証・課金・著作権管理をより効率的か
つ安全に実現できる統合プラットフォーム
を構築。

・高速無線・有線ネットワーク
の上位にユビキタスの共通イ
ンフラとなるサービスプラット
フォームを構築し、個人情報空
間や社会システム、サービス
などが効果的に相互作用可能
な協調アーキテクチャを確立。

ユビキタス・
サービスプ
ラットフォーム
技術

２０１５年頃２０１０年頃



 53

 
⑤ セキュアネットワーク 

 
 壊されても、壊れても、すぐ使える世界最強のネットワーク・ライフラインを

つくる 
 

セキュアネットワークとは、壊されても壊れても、すぐ使える世界最強のネットワ

ーク・ライフラインを作ることを目標に、非常時や障害時等の状況に応じた自律的な

回復・修復機能、不正アクセス・コンピュータウイルス等の攻撃を防ぐ機能や、通信

の相手が誰かを保証するための機能、障害・事故・品質劣化を未然に防ぐ情報通信ネ

ットワークを実現するためのプロジェクトである。これにより、誰でもいつでも安

心・安全にネットワークを介して情報をやり取りできると共に、サイバーテロ、災害

等の非常時を含め、いつ何時でも各人にとって必要な通信を確保するため、壊れても

自動的に治癒・対処・予防・保障することを可能とする世界最強水準のネットワーク・

ライフライン技術を 2010 年までに実現する。 
このプロジェクトにおいては、多種多様多量のアプライアンスがネットワークに繋

がるユビキタスネット社会に対応したシステムアーキテクチャを実現し、既存のネッ

トワークインフラの、天災や経路情報等の誤り、運用ミス等に起因する障害や悪意に

基づく攻撃等に対する脆弱性を克服することで、ICT をディペンダブルにし、誰もが

安心して安全かつ有効に活用できる社会基盤としての ICT インフラを構築する意義

がある。 
また、実インターネットでの利用を見据えたオープンな実証実験を行うことにより、

ネットワークを守るためのシステム管理者を育成するとともに、技術的な面のみなら

ず ICT のガバナンス等、運用面に関する検討にも対応する。 
本プロジェクトにおいて国へ期待する役割としては、悪意ある通信の遮断技術など

の要素技術開発・実証実験への資金投入、プロジェクトマネージャー・コーディネー

ター・プロデューサーの輩出、オープンラボ等の構築、全ての研究開発において共通

的に利用可能な実インターネットのピアリングを模したテストベットの構築、セキュ

リティ評価実験センターの構築、大規模セキュリティ演習ネットワークシミュレータ

ーの構築、などが挙げられる。 
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図４－７ セキュアネットワークプロジェクトの主要ロードマップ 

 

・天災時の通信路遮断や経路情報等の誤
り・運用ミス等に起因する障害や、情報漏
えい・情報通信ネットワークを通じた通信
機器の破壊等の悪意から保護可能なイン
フラ構築を行うための安定性、永続性、予
測性、追跡性、修復性、安定性等の基盤
技術の確立。
・これらにより、障害や悪意ある者からの
攻撃に対してロバスト性の高いネットワー
クアーキテクチャ理論を考案。
・システム管理者向け大規模障害体験用
ネットワークを構築。あ

新世代のネットワークにおいて安全性・信
頼性・確実性・機密性・永続性・修復性を
持ったネットワークを情報通信インフラとし
て確立。

２０１０ ２０１５

・新世代ネットワークにおけるＶＰＮや認証技術の
確立・実用化。新世代ネットワークにおける暗号技
術を確立・実用化。

・新世代ネットワークにおいてトラヒック監視と同時
にログ管理を行い、通信の発信源を特定するなど
通信元情報の信頼性を確立。

・ネットワーク内への認証システムの
埋め込み技術、ユーザーの設定が
極めて容易なＶＰＮ技術を確立。

・盗聴や改ざんからデータを保護す
るための暗号・署名技術、万が一暗
号が危胎化した際の再暗号化技術
について、十分信頼性が高いものを
運用可能化。

・証拠性を持った形でログ等を保存
する技術を確立。

盗聴・成りすまし
等の防止技術

・悪意の者による攻撃をネットワークにおいて検知
遮断を行う新世代ネットワークにおける攻撃遮断
技術を開発。

・新世代のネットワークにおいて国際間での強調
防御を実用化し、広域的に悪意有る通信が広がる
ことを防ぐ技術を実現。

・悪意の者による攻撃手法の自動収
集技術、攻撃手法に応じた防御手法
検討の支援技術、当該攻撃を遅延
無く遮断するための低レイテンシ・
フィルタリング技術を確立するととも
に、通信機器の攻撃への耐性も向上。

・攻撃への協調防御や端末の遠隔
監視を実現する運用技術を確立。

悪意ある通信の
遮断技術

・新世代のネットワークにおいてトラヒックの自動監
視をもとに輻輳制御、優先制御などを行い各ネット
ワークに流れるトラッヒクを自動管理。

・上記によりネットワークに大量のデータや優先度
が高いデータが流れてもユーザ側で不便を感じに
くい、安定性・信頼性の高いディペンダブルなネッ
トワークを実現。

インターネット網の全体構造の把握
技術、トラヒックの全体像を俯瞰する
広域モニタリング技術、セッションの
維持・確保技術、トレースバック技術、
経路情報の誤りによる通信障害の検
知、回復、予防技術、異常なトラヒッ
ク検出、制御技術等、既存の電話網
では確立している運用管理技術につ
いて、インターネットでも利用可能な
ものを確立。

ネットワーク網管
理技術

・新世代のネットワークにおいてネットワークの自
律構築を実現することで永続性・修復性の高い
ネットワークを実現。

・非常時や障害時に強いＩＣＴ技術を実現。

・事故・災害などによる通信路の遮
断からの自律的な回復が容易となる
よう、ネットワークの自動構成技術、
ネットワーク構成に応じた運用容易
なアドレス採番技術、迂回路確保技
術などを確立。

ネットワーク構築
技術

２０１５年頃２０１０年頃

・新世代ネットワークにおけるＶＰＮや認証技術の
確立・実用化。新世代ネットワークにおける暗号技
術を確立・実用化。

・新世代ネットワークにおいてトラヒック監視と同時
にログ管理を行い、通信の発信源を特定するなど
通信元情報の信頼性を確立。

・ネットワーク内への認証システムの
埋め込み技術、ユーザーの設定が
極めて容易なＶＰＮ技術を確立。

・盗聴や改ざんからデータを保護す
るための暗号・署名技術、万が一暗
号が危胎化した際の再暗号化技術
について、十分信頼性が高いものを
運用可能化。

・証拠性を持った形でログ等を保存
する技術を確立。

盗聴・成りすまし
等の防止技術

・悪意の者による攻撃をネットワークにおいて検知
遮断を行う新世代ネットワークにおける攻撃遮断
技術を開発。

・新世代のネットワークにおいて国際間での強調
防御を実用化し、広域的に悪意有る通信が広がる
ことを防ぐ技術を実現。

・悪意の者による攻撃手法の自動収
集技術、攻撃手法に応じた防御手法
検討の支援技術、当該攻撃を遅延
無く遮断するための低レイテンシ・
フィルタリング技術を確立するととも
に、通信機器の攻撃への耐性も向上。

・攻撃への協調防御や端末の遠隔
監視を実現する運用技術を確立。

悪意ある通信の
遮断技術

・新世代のネットワークにおいてトラヒックの自動監
視をもとに輻輳制御、優先制御などを行い各ネット
ワークに流れるトラッヒクを自動管理。

・上記によりネットワークに大量のデータや優先度
が高いデータが流れてもユーザ側で不便を感じに
くい、安定性・信頼性の高いディペンダブルなネッ
トワークを実現。

インターネット網の全体構造の把握
技術、トラヒックの全体像を俯瞰する
広域モニタリング技術、セッションの
維持・確保技術、トレースバック技術、
経路情報の誤りによる通信障害の検
知、回復、予防技術、異常なトラヒッ
ク検出、制御技術等、既存の電話網
では確立している運用管理技術につ
いて、インターネットでも利用可能な
ものを確立。

ネットワーク網管
理技術

・新世代のネットワークにおいてネットワークの自
律構築を実現することで永続性・修復性の高い
ネットワークを実現。

・非常時や障害時に強いＩＣＴ技術を実現。

・事故・災害などによる通信路の遮
断からの自律的な回復が容易となる
よう、ネットワークの自動構成技術、
ネットワーク構成に応じた運用容易
なアドレス採番技術、迂回路確保技
術などを確立。

ネットワーク構築
技術

２０１５年頃２０１０年頃
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⑥ センシング・ユビキタス時空基盤 

 
 環境問題や災害対策に貢献する高精度な計測、時空間、測位の基盤をつくる 

 
センシング・ユビキタス時空基盤とは、世界最先端の測位や空間情報基盤などの ICT

により環境問題の解決や災害に強い社会を作ることを目標に、社会や環境に優しい

ICT の基礎を開発するために、狭域・都市域センサーシステムからグローバルな地上

系・衛星系統合観測ネットワークまでを統合することで実環境を認識するネットワー

クを実現し、災害察知・災害復旧支援などにより災害から国民の生命・財産を守るこ

とや、高精度時空間・周波数標準の発生・供給プラットフォームを維持・発展させる

未開拓周波数帯の利用技術を含め周波数基準や地上系・衛星系センシング技術、ＥＭ

Ｃといった安心・安全な社会生活のための ICT 利活用の共通となる技術基盤を確立す

ることなどを実現するプロジェクトである。 
本プロジェクトにより、衛星測位・センシングなどを用いて、時間・場所・環境状

況をリアルタイムに認識し、ICT による安心・安全社会に貢献するため、世界最高精

度の計測・センサー技術、衛星取得データのリアルタイム配信技術、リアルタイムシ

ミュレーション・可視化技術、世界最高精度・高信頼度 ICT プラットフォーム技術を、

2015 年までに実現する。 
このプロジェクトにおいてはサイバー空間に実空間情報を積極的に取り入れ、実空

間の状態を踏まえた新たなネットワークサービスの新ビジネスの創出を目指すと共

に、人やモノの所在・状態・行動等の情報を有効に活用することによりイノベーショ

ンを起こすという意義がある。 
また、ICT による環境負荷の低減など、実空間とサイバー空間との相互作用により、

様々な分野において新たなユビキタスネットの利活用が期待されることから、実空間

の扱いにも精通する人材の育成を行う。 
加えて、地上系・衛星系統合観測ネットワークにより、環境・災害等の社会的諸課

題の解決に貢献する。 
このプロジェクトにおいて国へ期待する役割としては、宇宙空間監視技術などの要

素技術開発・実証実験への資金投入、インフラの構築、宇宙・地球環境情報センター

の構築、時空標準アプリケーションセンターの構築、電磁環境評価センターの構築、

などが挙げられる。 
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図４－８ センシング・ユビキタス時空基盤プロジェクトの主要ロードマップ

・ミリ波帯までをカバーする総合的超広帯域電磁
環境技術の確立。

・マイクロ波帯までをカバーする総合
的広帯域電磁環境技術の確立。

誰でも安心安全
に情報をやりとり
できる総合的な
電磁環境基盤の
確立

・世界をリードするリアルタイムな高精度時刻情
報・位置情報の発生・供給技術の確立。

・いつでもどこでも信頼できる時空・
周波数情報の発生・供給技術の確
立。

高精度時空間・
周波数標準の発
生・供給プラット
フォームの維持・
発展

・太陽・宇宙空間から地球環境影響までリアルタイ
ム予測可能な情報システムの実現。

・1億オーダーのセンシングデータのリアルタイム
可視化技術の確立。

・数cmオーダーの災害通報システム・バリアフリー
システムへの活用に向けた基礎技術の確立。

・数Ｇｂｐｓ級の大容量衛星取得データをリアルタイ
ムに配信するシステムの実現。

・上記センサーシステム、観測システ
ムを活用した情報システム・情報
サービス等グローバルな地上系・衛
星系統合観測ネットワークの実現。

・100万オーダーのセンシングデータ
のリアルタイム可視化後術の確立。

・数mオーダーの災害通報システム・
バリアフリーシステムへの活用に向
けた基礎技術の確立。

・数Ｇｂｐｓ級の大容量衛星取得デー
タをリアルタイムに配信する基礎技
術の確立。

災害・環境変動
等に関するセン
サーからの取得
情報のリアルタイ
ムシミュレーショ
ン、可視化技術、
情報発信技術、
システム化技術

・都市規模空間から地球・宇宙空間における環境
情報や事故・災害関連情報等のマルチセンシング
システムの実現。

・テラヘルツ等センシング用未利用周波数帯活用
技術の確立。

・狭域・都市域環境センサーシステム、
地球環境やＧＰＳ誤差となる電離層
嵐・宇宙空間の磁気嵐の観測システ
ムの実現。

・テラヘルツ等センシング用未利用
周波数帯活用に向けた基礎技術の
確立。

原子・分子レベル
から宇宙空間ま
での環境情報を
トータルにカバー
する世界最高精
度の計測・セン
サー技術、宇宙
システム技術

２０１５年頃２０１０年頃

・ミリ波帯までをカバーする総合的超広帯域電磁
環境技術の確立。

・マイクロ波帯までをカバーする総合
的広帯域電磁環境技術の確立。

誰でも安心安全
に情報をやりとり
できる総合的な
電磁環境基盤の
確立

・世界をリードするリアルタイムな高精度時刻情
報・位置情報の発生・供給技術の確立。

・いつでもどこでも信頼できる時空・
周波数情報の発生・供給技術の確
立。

高精度時空間・
周波数標準の発
生・供給プラット
フォームの維持・
発展

・太陽・宇宙空間から地球環境影響までリアルタイ
ム予測可能な情報システムの実現。

・1億オーダーのセンシングデータのリアルタイム
可視化技術の確立。

・数cmオーダーの災害通報システム・バリアフリー
システムへの活用に向けた基礎技術の確立。

・数Ｇｂｐｓ級の大容量衛星取得データをリアルタイ
ムに配信するシステムの実現。

・上記センサーシステム、観測システ
ムを活用した情報システム・情報
サービス等グローバルな地上系・衛
星系統合観測ネットワークの実現。

・100万オーダーのセンシングデータ
のリアルタイム可視化後術の確立。

・数mオーダーの災害通報システム・
バリアフリーシステムへの活用に向
けた基礎技術の確立。

・数Ｇｂｐｓ級の大容量衛星取得デー
タをリアルタイムに配信する基礎技
術の確立。

災害・環境変動
等に関するセン
サーからの取得
情報のリアルタイ
ムシミュレーショ
ン、可視化技術、
情報発信技術、
システム化技術

・都市規模空間から地球・宇宙空間における環境
情報や事故・災害関連情報等のマルチセンシング
システムの実現。

・テラヘルツ等センシング用未利用周波数帯活用
技術の確立。

・狭域・都市域環境センサーシステム、
地球環境やＧＰＳ誤差となる電離層
嵐・宇宙空間の磁気嵐の観測システ
ムの実現。

・テラヘルツ等センシング用未利用
周波数帯活用に向けた基礎技術の
確立。

原子・分子レベル
から宇宙空間ま
での環境情報を
トータルにカバー
する世界最高精
度の計測・セン
サー技術、宇宙
システム技術

２０１５年頃２０１０年頃

狭域・都市域センサーシステム
や電離層嵐・宇宙空間の磁気嵐
等の情報システム・情報サービ
ス等グローバルな地上系・衛星
系統合観測ネットワークの実現。

都市規模空間から地球・宇宙空
間における環境情報や事故・災
害関連情報等のマルチセンシ
ングシステム、データ配信シス
テム、太陽・宇宙空間から地球
環境影響までリアルタイム予測
可能な情報システムの実現

２０１０ ２０１５
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⑦ ユビキタス＆ユニバーサルタウン 

 
 センサーネットワーク、ロボット等により、高齢者・障害者をはじめ人に優し

く地球に優しいユビキタスネット環境をつくる 
 

ユビキタス＆ユニバーサルタウンとは、センサーネットワーク、ロボット等により、

高齢者をはじめ人に優しいユビキタス環境を作ることを目標に、ユビキタスネットワ

ーク技術の統合的なシステムにより、国民一人一人の日常生活をサポートする環境を

作るプロジェクトであり、また、その為の使いやすい端末、簡単につながる機器、危

険を事前に察知し誘導してくれる街を目指し、高齢者を支援する見守り技術、コミュ

ニティ活動支援技術、伝承支援技術、屋外活動支援技術、生涯学習支援技術を構築、

それらとコンテンツ創造・流通技術やコミュニケーション技術を統合した社会基盤シ

ステムを開発し、ユビキタスネットワーク、センサーネットワーク、ネットワークロ

ボット、ホームネットワークなどを連携させることで高齢化社会等に対応出来るセキ

ュアな大規模ユビキタス環境を実現するプロジェクトである。さらに、これらと同時

に、ユビキタスネットワークにより、移動や生産などの活動の効率化によるエネルギ

ー使用料削減や、ペーパーレス化などにより、地球環境に優しい社会を実現するプロ

ジェクトでもある。これにより、ネットワーク、ロボット、センサー、情報家電等に

よる、超高齢化社会の到来を見据えた、誰にでも快適で優しい新世代の知的居住環境

やエネルギー消費効率のよい社会のの実現に向けた民参加型のユビキタスネット環

境技術を 2010 年までに実現する。 
このプロジェクトの意義は、実証実験によりメリットとなる生活支援の明確化や社

会基盤システムとして何が必要かを明確化し、これをもとにユビキタスネット、セン

サーネット、ホームロボット等のアプライアンスを接続し、機能補完・協調等の高度

連動の為のアーキテクチャを実現する意義がある。また、さらに、知識や技能の世代

間の伝承を可能とするプロジェクトを目指し、少子高齢化社会において高齢者の生き

甲斐を創出すると同時に、ICT アプライアンスが生活をしている個人をサポートする

という夢を実現する。 
本プロジェクトを実行するにあたっては、技術のみならず同時にプライバシやガバ

ナンスなど運用面を検討し、現実に則したユビキタス環境を実現しなければならない。

さらに、本プロジェクトでは ICT が実社会の状況を把握することで、電源制御などを

実現し、エネルギー消費ミニマムの社会を構築して地域環境への負荷を軽減する。 
本プロジェクトにおいて国へ期待する役割としては、ICT の活用により人にも地域

にも優しいユビキタスネット社会の環境をシミュレートするユビキタスタウン・テス

トベットの構築、ネットワーク・ロボット・センサー・情報家電等リスクのある要素

技術開発・実証実験への資金投入、などが挙げられる。 
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図４－９ ユビキタス＆ユニバーサルタウンプロジェクトの主要ロードマップ 

ネットワークロボットやアクチュエーターの
連携などネットワークが実社会に働きかけ
る為の基盤技術の確立。狭域・都市域セン
サーシステムなどネットワークが実社会の
情報を集める為の基盤技術の確立、オント
ロジー構築・活用技術やコンテクスト解析
技術などネットワークが実社会の情報を解
析する為の基盤技術の確立。

ネットワークにおいて実社会に働きかける為の技術や
実社会の情報を集める為の技術、実社会を解析するた
めの技術を上手く統合し高齢者を支援する見守り技術、
コミュニティ活動支援技術、伝承支援技術、屋外活動支
援技術、生涯学習支援基礎技術を確立。これらとコン
テンツ創造・流通技術やコミュニケーション技術の相互
的な活用、実証実験・評価を行う。

２０１０ ２０１５

・ホームネットワーク内に流れる生活者の
情報から生活者の状態を認知し、健康管
理や有益情報の提供を行う為の技術の確
立。

・多種多様なアプライアンス等との連携の
実現。

・ホームネットワーク内で異な
る通信規格においても相互に
情報をやりとりするための技術
を確立。

ホームネット
ワーク技術

・個人が購買や移動などの活動をするとき
に、環境に配慮した行動をとれるようにナ
ビ ゲーションする技術の確立。

・社会システムの環境負荷と機
能や便益評価を個別ではなく
統合的に評価する技術の確立。

環境評価・環
境情報流通、
ナビゲーショ
ン技術の確立

・ロボットの認証・蓄積・履歴情報や利用
者の背景知識から状態、意図を自立的に
取得・応用したライフサポートサービスを
提供。

・多種多様なアプライアンス等との連携の
実現。

・人とのコミュニケーション能力
に従来に比べ大幅な向上を実
現するためのロボットコミュニ
ケーション技術の確立。

ネットワークロ
ボット

・無数のセンサから上がってくる情報や利
用者の背景知識から状態、意図を自立的
に取得・応用した情報要約、コンテクスト
サービスを提供。

・多種多様なアプライアンス等との連携の
実現。

・無数のセンサから上がってく
る情報を適宜選別するリアル
タイム大容量データ処理・管理
技術の確立。

センサーネッ
トワーク技術

・タグによる行動履歴と利用者の背景知識
から状態、意図を自律的に取得・応用し、
情報要約、コンテクストサービスを提供。

・多種多様なアプライアンス等との連携の
実現。

・様々なタグプラットフォーム間
で情報を交換する為のフレキ
シブル・タグ情報管理技術の
確立。

電子タグ技術

２０１５年頃２０１０年頃

・ホームネットワーク内に流れる生活者の
情報から生活者の状態を認知し、健康管
理や有益情報の提供を行う為の技術の確
立。

・多種多様なアプライアンス等との連携の
実現。

・ホームネットワーク内で異な
る通信規格においても相互に
情報をやりとりするための技術
を確立。

ホームネット
ワーク技術

・個人が購買や移動などの活動をするとき
に、環境に配慮した行動をとれるようにナ
ビ ゲーションする技術の確立。

・社会システムの環境負荷と機
能や便益評価を個別ではなく
統合的に評価する技術の確立。

環境評価・環
境情報流通、
ナビゲーショ
ン技術の確立

・ロボットの認証・蓄積・履歴情報や利用
者の背景知識から状態、意図を自立的に
取得・応用したライフサポートサービスを
提供。

・多種多様なアプライアンス等との連携の
実現。

・人とのコミュニケーション能力
に従来に比べ大幅な向上を実
現するためのロボットコミュニ
ケーション技術の確立。

ネットワークロ
ボット

・無数のセンサから上がってくる情報や利
用者の背景知識から状態、意図を自立的
に取得・応用した情報要約、コンテクスト
サービスを提供。

・多種多様なアプライアンス等との連携の
実現。

・無数のセンサから上がってく
る情報を適宜選別するリアル
タイム大容量データ処理・管理
技術の確立。

センサーネッ
トワーク技術

・タグによる行動履歴と利用者の背景知識
から状態、意図を自律的に取得・応用し、
情報要約、コンテクストサービスを提供。

・多種多様なアプライアンス等との連携の
実現。

・様々なタグプラットフォーム間
で情報を交換する為のフレキ
シブル・タグ情報管理技術の
確立。

電子タグ技術

２０１５年頃２０１０年頃
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⑧ 高度コンテンツ創造流通 

 
 誰もが自在にコンテンツを創り、情報の信頼を確保しつつ使える環境をつくる 

 
高度コンテンツ創造流通とは誰もが自在にコンテンツを創り、情報の信頼を確保し

つつ、使える環境を作ることを目標に、ニーズにマッチしたコンテンツを探し出し、

端末の形態や個人の嗜好、身体的能力に合わせてコンテンツを変換提示するとともに、

これらを利用するための気の利いたヒューマンインタフェースによりコンテンツ創

造に必要となる専門家の知識を活用して、誰もが多様な素材を利用して思いのままに

高度なコンテンツを創造できる環境を実現するプロジェクトである。また、同時に、

コンテンツが流通し、柔軟にコミュニティが形成され、さらに複数の信頼度の違うコ

ミュニティから、利用者のニーズに合わせて信頼でき・役立つコミュニティや知識を

選択することなどにより、各種コンテンツが安心して創造・流通・利活用できる環境

を実現する。これらにより世の中に流通する映像、楽曲、辞書等のあらゆる知の情報

から、誰でもが思いのまま、簡単に、信頼して、コンテンツを取扱い、高度に利活用

できる環境を実現する高度なコンテンツの検索・編集・流通技術を、2015 年までに実

現する。プロジェクトの実行に当たっては利用者やデータの効率良い集中や複数事業

者を跨いだオープンな実証実験を実施し、多様な利用者・事業者の活用に対応する必

要がある。 
このプロジェクトにおいては、個々の能力を引き出し、様々な知の相乗作用により

価値を創発するための環境を整備し、既存の知や新たに生み出された知や価値を有効

に活用し、イノベーションを生み出すことを可能とし、社会における諸課題の克服や

高度なサービスを実現する意義がある。さらに、コンテンツに係る情報通信技術には

国際的なデファクトやデジュールが存在し、それらは大きな経済的優位性を産むため、

本プロジェクトにより国際的な協調・競争の戦略を描きつつ進めることで、優位性の

獲得を狙う。 
このプロジェクトにおいて国へ期待する役割としては、グローバルコンテンツアー

カイブの構築、ノウハウ知識のＤＢ化、五感コンテンツ技術などリスクのある要素技

術開発・実証実験への資金投入、人間科学的な知見の獲得、プロジェクトマネージャ

ー・コーディネーター・プロデューサーの輩出、府省連携（政策群等）による「総合

的なコンテンツ振興施策」の推進（コンテンツの権利帰属認識・保護技術の開発、著

作権侵害・抵触チェックソフト、コンテンツ制作研究開発投資に対する金融・税制上

の支援措置 等）、などが挙げられる。 
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図４－１０ 高度コンテンツ創造流通プロジェクトの主要ロードマップ 

 

コンテンツ制作におけるノウハウや知識の
ナリッジベース化、ツールによる映像コン
テンツの容易な制作、インターネットを介し
た安全な流通、容易な検索を可能とする。

ナリッジベースを活用して、誰もがプロ並み、か
つ五感に訴えるコンテンツを創造できるコンテ
ンツ創造支援技術を開発するとともに、ネット
ワーク、端末、ユーザに適応しながらコンテン
ツの伝送、表現するシステムを構築する。また、
ネットワーク上の信頼ある知識を収集出来る。

２０１０ ２０１５

・様々な情報・知識を分類し活用しやすく
資産化した大規模コーパスの構築

・信頼性・信憑性のある情報の選別・獲得
技術の実現

・用例自動獲得・コーパス自動
構築技術の確立

・自然言語より知識を獲得する
ための基礎技術、推論の基礎
理論の確立

知識学習・推
論システム

情報の信頼
性・信憑性検
証機構

・構造化された五感コンテンツの創造、権
利処理技術の確立

・五感コンテンツ用アプライアンスの実現

・視聴者心理モデルに基づいた五感コン
テンツ制作システムの実現

・ユーザの状況を五感通信で
把握するための、センシング
及び認識の基礎技術を確立

・視聴者心理の測定技術など
ユーザモデル化の基礎技術を
確立

五感コンテン
ツ技術

・ネットワーク、アプライアンス、ユーザに
適合する経路・セキュリティレベル・時空
間的な階層性を自律的に選択しながら、
コンテンツを流通・提示が可能なシステム
を構築

・ユーザの視聴状況、知識に最適なコンテ
ンツを適応的に変換提示する提示技術と、
それを支えるコンテンツ記述方式、端末、
伝送、ブラウザ技術の確立

・ネットワークを利用した協調
分散型コンテンツ制作・編集技
術の実現

・インターネット経由で動画像
等のマルチメディアコンテンツ
や知識情報までの組織化・体
系化されたアーカイブから必
要なものを安全に検索・分析・
編集する技術を実現

ニーズに合わ
せたコンテン
ツ制作・流通・

提示技術

・ナリッジベースを活用して、誰もがプロ並
み、かつ五感に訴えるコンテンツを創造で
きるコンテンツ創造支援技術を確立

・ナリッジベースを活用したユニバーサル
コンテンツ制作技術の確立

・コンテンツ制作におけるノウ
ハウや知識のナリッジ・ベース
化

・高度な加工編集が可能なコ
ンテンツ記述の体系化

コンテンツ創
造に必要な専
門家の知識の
活用

２０１５年頃２０１０年頃

・様々な情報・知識を分類し活用しやすく
資産化した大規模コーパスの構築

・信頼性・信憑性のある情報の選別・獲得
技術の実現

・用例自動獲得・コーパス自動
構築技術の確立

・自然言語より知識を獲得する
ための基礎技術、推論の基礎
理論の確立

知識学習・推
論システム

情報の信頼
性・信憑性検
証機構

・構造化された五感コンテンツの創造、権
利処理技術の確立

・五感コンテンツ用アプライアンスの実現

・視聴者心理モデルに基づいた五感コン
テンツ制作システムの実現

・ユーザの状況を五感通信で
把握するための、センシング
及び認識の基礎技術を確立

・視聴者心理の測定技術など
ユーザモデル化の基礎技術を
確立

五感コンテン
ツ技術

・ネットワーク、アプライアンス、ユーザに
適合する経路・セキュリティレベル・時空
間的な階層性を自律的に選択しながら、
コンテンツを流通・提示が可能なシステム
を構築

・ユーザの視聴状況、知識に最適なコンテ
ンツを適応的に変換提示する提示技術と、
それを支えるコンテンツ記述方式、端末、
伝送、ブラウザ技術の確立

・ネットワークを利用した協調
分散型コンテンツ制作・編集技
術の実現

・インターネット経由で動画像
等のマルチメディアコンテンツ
や知識情報までの組織化・体
系化されたアーカイブから必
要なものを安全に検索・分析・
編集する技術を実現

ニーズに合わ
せたコンテン
ツ制作・流通・

提示技術

・ナリッジベースを活用して、誰もがプロ並
み、かつ五感に訴えるコンテンツを創造で
きるコンテンツ創造支援技術を確立

・ナリッジベースを活用したユニバーサル
コンテンツ制作技術の確立

・コンテンツ制作におけるノウ
ハウや知識のナリッジ・ベース
化

・高度な加工編集が可能なコ
ンテンツ記述の体系化

コンテンツ創
造に必要な専
門家の知識の
活用

２０１５年頃２０１０年頃
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⑨ スーパーコミュニケーション 

 
 言語、知識、文化の「壁」を感じさせない超越コミュニケーションをつくる 

 
スーパーコミュニケーションとは、言語、知識、文化の「壁」を感じさせない超越

コミュニケーションを作ることを目標に、表面的部分的な言語表記だけでなく、その

背景にある知識、文化、周囲の状況、身体的能力までをも考慮して、言語の壁、文化・

背景知識の差、年齢の差、状況の違いを越えて言語はもとより仕草などのノンバーバ

ル1情報を含めてヒトの意図を正しく伝える真の相互理解のためのコミュニケーショ

ンを実現するプロジェクトである。これにより、人間のコミュニケーション能力を飛

躍的に向上し、言語、知識、文化の壁を越えて、日欧米アジアにおいても、意図を、

誰でもが正しくコミュニケーションすることを可能とする超越コミュニケーション

技術を 2015 年までに実現する。 
このプロジェクトにおいては、言語や文化的な違いから起きるコミュニケーション

ギャップを解消することで、知的創発の促進や日本の国際競争力の維持・強化を実現

する。また、本プロジェクトは日本語という他国が中心としない言語を対象とし、日

本語や日本文化という日本独自の課題を解決するものである。さらに世界に多数ある

少数言語をはじめとして、世界の言語を繋ぐ国際貢献にも繋がる意義がある。 
また、各研究機関が独立にやっていては不可能な大規模な言語知識資源や非音声・

非言語音声コーパスの構築と技術評価のための評価環境を整備し、オープンな実証実

験を行うことにより、ここで開発した高次の言語処理による知識推定・情報抽出技術

を、インターネット上に大量流通する文書の分析・活用など各種応用に用いることを

可能とする。 
国へ期待される役割としては、自然言語処理などの要素技術開発・実証実験への資

金投入、知識背景とする「知」 の DB 構築、テストベッドの提供、などが挙げれら

れる。 

                                                 
1 ノンバーバル：非言語的（言葉以外の）コミュニケーションのこと。身振り手振りや表情、音調など。 
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図４－１１ スーパーコミュニケーションプロジェクトの主要ロードマップ 

１億程度の用例DBの構築と翻訳,検索
プロトシステムの構築。アジアヨーロッ
パ主要言語の日常会話レベルの多言
語翻訳とメディア統合検索の実現。
データセット構築 →文化ギャップモデリ
ング →生成・対話評価技術、意図・感
情認識技術という流れで背景文化や個
人の知識モデルを構築する。

通信相手の個人知識モデルに適応し
て送り手の情報の変換技術を確立する
とともに、多言語環境への対応ならび
に一般会話レベルのノンバーバル情報
の知識DBを構築する。これらにより、
アジア、欧米各国語への技術適用と先
行言語の更なる高度化、および知の共
有を目指した実証実験

２０１０ ２０１５

・コミュニティにおける社会的受容性を推測する技
術の確立。

・コミュニティにおける信頼有る情報の獲得技術の
確立。

・コミュニティにある知識や共通感覚
を分析・獲得するための技術の確立。

・様々な知識の流通からコミュニティ
を切り出す技術。

知識コミュニティ
技術

・五感情報符号化・通信技術の確立。・五感情情報の分析技術の確立。

・各知覚提示装置の開発。

・人間の認知・理解メカニズムの解明。

コミュニケーション
エンハンスメント
技術

・ノンバーバルにおける意図解析技術の確立。・ノンバーバルにおける行動と意図
の体系化。

ノンバーバル処
理技術

・異文化同士の言語の対応関係を自動で構築する
ための技術の確立。

・異なる言語において翻訳を行う技術。

・大規模コーパスの構築。

・自然言語における構文解析技術の
確立。

・自然言語用例自動獲得・コーパス
自動構築技術の確立。

・自然言語より知識を獲得するため
の基礎技術の確立。

・日本語意味体系の標準化。

自然言語処理技
術

２０１５年頃２０１０年頃

・コミュニティにおける社会的受容性を推測する技
術の確立。

・コミュニティにおける信頼有る情報の獲得技術の
確立。

・コミュニティにある知識や共通感覚
を分析・獲得するための技術の確立。

・様々な知識の流通からコミュニティ
を切り出す技術。

知識コミュニティ
技術

・五感情報符号化・通信技術の確立。・五感情情報の分析技術の確立。

・各知覚提示装置の開発。

・人間の認知・理解メカニズムの解明。

コミュニケーション
エンハンスメント
技術

・ノンバーバルにおける意図解析技術の確立。・ノンバーバルにおける行動と意図
の体系化。

ノンバーバル処
理技術

・異文化同士の言語の対応関係を自動で構築する
ための技術の確立。

・異なる言語において翻訳を行う技術。

・大規模コーパスの構築。

・自然言語における構文解析技術の
確立。

・自然言語用例自動獲得・コーパス
自動構築技術の確立。

・自然言語より知識を獲得するため
の基礎技術の確立。

・日本語意味体系の標準化。

自然言語処理技
術

２０１５年頃２０１０年頃



 63

  
⑩ 超臨場感コミュニケーション 

 
世界初の立体・臨場感テレビ・コミュニケーションをつくる 

 
超臨場感コミュニケーションとは、世界初の立体・臨場感テレビ・コミュニケーシ

ョンを作ることを目標に、あたかもその場にいるような臨場感を実現する超高臨場感

映像・音響システムや、任意視点空間像再生型立体映像システムとともに、五感や仕

草も含めた各種認知情報を活用した超高臨場感システムを実現するプロジェクトで

ある。例えば、脳/末梢神経活動を解明、モデル化することにより、従来のヒューマン

インタフェースでは検出/提示できない感覚情報の伝送を可能とする。さらに、これら

の超高臨場感システムのネットワーク上のスムーズな流通を可能にすることにより、

ネットワークを介してもバーチャルとリアルの境目のない Face to Face のリアルコミ

ュニケーションを実現する。 
これにより３次元映像などによる超臨場感により、バーチャルとリアルの境目のな

い超臨場感・立体コミュニケーション・放送を 2020 年までに実現する。 
このプロジェクトにおいては、既存の知や新たに生み出された知や価値を有効に活

用し、イノベーションを生み出すことを可能とし、社会における諸課題の克服や高度

なサービスを実現する意義がある。また、文化、芸術、スポーツなどを映像音響を介

して国民が共有することや、アーカイブにより次世代に伝承することを可能とするな

ど、知の創造、知の活用へ貢献するものでもある。 
また、この分野は、我が国が先導的にハイビジョンを開発、実用化するなど、現在

でも国際競争力の高い分野であり、このプロジェクトの成果を活用することにより、

一層の強化が見込める。さらに、映像音響の高品質化、３次元化という手段を提供す

ることにより、コンテンツ産業の国際競争力の向上や、電子商取引、医療なども含め

た様々な分野で応用技術の創出により、大きな経済効果を生み出すことが期待される。 
大容量の情報を取得、伝送、蓄積、再生などの要素技術開発・実証実験への資金投

入、プロジェクトマネージャー、コーディネーター、プロデューサーの輩出、超臨場

感映像テストベットの構築、などが挙げられる。 
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図４－１２ 超臨場感コミュニケーションプロジェクトの主要ロードマップ 
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情報を選択し、映像と統合させ
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映像と音響等の
統合化技術

・スーパーハイビジョンや空間像再生型
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技術と組み合わせて、空間像
再生型立体映像システムとし
ての動作および性能の確認。

超並列型光学・
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資料２ 

ＵＮＳ戦略プログラムにおける研究開発プロジェクト及び研究開発分野 

研究開発 

プロジェクト 
研究開発分野 

1-1 ネットワーク・アーキテクチャ 

1-2 ニーズに合わせた自由自在な管理・制御技術 １ 
新世代ネットワーク

アーキテクチャ 
1-3 最先端のフォトニック・ノード技術 

2-1 
超広帯域（スーパーブロードバンド）でスケーラブルなモバイルネットワー

ク技術 

2-2 異種ネットワークシームレス接続技術 

2-3 電波資源開発技術 

２ 
ユビキタスモビリテ

ィ 

2-4 超高速で高信頼な新世代衛星通信システム実現技術 

3-1 光・量子情報通信技術 

3-2 ナノ・分子・バイオＩＣＴネットワーク技術 

3-3 未開拓超高周波基盤技術（テラヘルツ技術） 
３ 

新 ICT パラダイム創

出 

3-4 人間回帰のバイオ基礎技術（神経・脳活動モデル） 

4-1 ユビキタス・サービスプラットフォーム技術 

4-2 ユビキタスアプライアンスによる個人認証・課金システム基盤技術 

4-3 デジタルコンテンツの著作権管理（ＤＲＭ）基盤技術 
４ 

ユビキタスプラット

フォーム 

4-4 ユビキタス・プラットフォーム統合化技術 

5-1 ネットワーク構築技術 

5-2 ネットワーク網管理技術 

5-3 悪意ある通信の遮断技術 
５ 

セキュアネットワー

ク 

5-4 盗聴・成りすまし等の防止技術 

6-1 
原子・分子レベルから宇宙空間までの環境情報をトータルにカバーする世界

最高精度の計測・センサー技術、宇宙システム技術 

6-2 
災害・環境変動等に関するセンサーからの取得情報のリアルタイムシミュレ

ーション、可視化技術、情報発信技術、システム化技術 

6-3 高精度時空間・周波数標準の発生・供給プラットフォームの維持・発展 

６ 
センシング・ユビキ

タス時空基盤 

6-4 誰でも安心安全に情報をやりとりできる総合的な電磁環境基盤の確立 

7-1 電子タグ技術 

7-2 センサーネットワーク技術 

7-3 ネットワークロボット 

7-4 ホームネットワーク技術 

７ 
ユビキタス＆ユニバ

ーサルタウン 

7-5 環境評価・環境情報流通、ナビゲーション技術の確立 

8-1 コンテンツ創造に必要な専門家の知識の活用 

8-2 ニーズに合わせたコンテンツ制作・流通・提示技術 

8-3 知識学習・推論システム、情報の信頼性・信憑性検証機構 
８ 

高度コンテンツ創造

流通 

8-4 五感コンテンツ技術 

9-1 自然言語処理技術 

9-2 ノンバーバル処理技術 

9-3 コミュニケーションエンハンスメント技術 
９ 

スーパーコミュニケ

ーション 

9-4 知識コミュニティ技術 

10-1 超高精細撮像・表示技術（スーパーハイビジョン） 

10-2 超並列型光学・電子技術 

10-3 圧縮・伝送・視点生成技術 
１０ 

超臨場感コミュニケ

ーション 

10-4 映像と音響等の統合化技術 
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資料３ 

 
 

労務費標準単価表（平成19年 4月１日から適用） 
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資料４ 

研究開発経費について（概要） 

※ 各年度の研究予算計画書（提案書の様式４）の作成にあたっては、以下のURLの文書

（SCOPE委託契約経理処理解説）に基づいて研究費の積算を行ってください。 

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/scope/document/1907_SCOPE_keiri-shori-kaisetu.pdf 
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資料５ 

競争的資金の適正な執行に関する指針 

 
（平成１８年１１月１４日改正） 
平 成 １ ７ 年 ９ 月 ９ 日 
競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ 

 
１．趣旨 
 第３期科学技術基本計画（平成１８年３月閣議決定）において、政府研究開発投資の

投資効果を最大限発揮させることが必要とされ、研究開発の効果的・効率的推進のため、

研究費配分において、不合理な重複・過度の集中の排除の徹底、不正受給・不正使用へ

の厳格な対処といった無駄の徹底排除が求められている。また、実験データの捏造等の

研究者の倫理問題についても、科学技術の社会的信頼を獲得するために、国等は、ルー

ルを作成し、科学技術を担う者がこうしたルールに則って活動していくよう促していく

こととしている。 

 これに関連して、総合科学技術会議では、公的研究費の不正使用等は、国民の信頼を

裏切るものとして、平成１８年８月に「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組に

ついて（共通的な指針）」を決定し、各府省・関係機関に対して、機関経理の徹底及び

研究機関の体制の整備など、この共通的な指針に則った取組を推進するよう求めている。 

 また、研究上の不正に関しても、総合科学技術会議では、科学技術の発展に重大な悪

影響を及ぼすものとして、平成１８年２月に「研究上の不正に関する適切な対応につい

て」を決定し、国による研究費の提供を行う府省及び機関は、不正が明らかになった場

合の研究費の取扱について、あらかじめ明確にすることとしている。 

 本指針は、これらの課題に対応するため、まず、競争的資金について、不合理な重複・

過度の集中の排除、不正受給・不正使用及び研究論文等における研究上の不正行為に関

するルールを申し合わせるものである。各府省は、この指針に基づき、所管する各制度

の趣旨に則り、適切に対処するものとする。 

 

２．不合理な重複・過度の集中の排除 

（１）不合理な重複・過度の集中の考え方 

① この指針において「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題（競

争的資金が配分される研究の名称及びその内容をいう。以下同じ。）に対して、複

数の競争的資金が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当す

る場合をいう。 

○実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。）の研究課題について、

複数の競争的資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合 

○既に採択され、配分済の競争的資金と実質的に同一の研究課題について、重ね

て応募があった場合 

○複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合 



 69

○その他これらに準ずる場合 

② この指針において「過度の集中」とは、一の研究者又は研究グループ（以下「研

究者等」という。）に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用

できる限度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいず

れかに該当する場合をいう。 

○研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合 

○当該研究課題に配分されるエフォート（研究者の全仕事時間に対する当該研究

の実施に必要とする時間の配分割合（％））に比べ、過大な研究費が配分されて

いる場合 

○不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 

○その他これらに準ずる場合 

（２）「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除の方法 

 関係府省は、競争的資金の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、以下の措

置を講じるものとする。なお、独立行政法人等が有する競争的資金については、同様

の措置を講ずるよう主務省から当該法人に対して要請するものとする。 

① 不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容の一

部を他府省を含む他の競争的資金担当課（独立行政法人等である配分機関を含む。

以下同じ。）に情報提供する場合があること及び不合理な重複及び過度の集中があ

った場合には採択しないことがある旨、公募要領上明記する。 

② 応募時に、他府省を含む他の競争的資金等の応募・受入状況（制度名、研究課題、

実施期間、予算額、エフォート等）の共通事項を応募書類に記載させる。なお、応

募書類に事実と異なる記載をした場合は、研究課題の不採択、採択取消し又は減額

配分とすることがある旨、公募要領上明記する。 

③ 課題採択前に、必要な範囲で、他府省を含む他の競争的資金担当課に、採択予定

課題一覧（制度名、研究者名、所属機関、研究課題、研究概要、予算額等）を送付

するなどにより、競争的資金担当課間で情報を共有化し、不合理な重複又は過度の

集中の有無を確認する。なお、情報の共有化に当たっては、情報を有する者を限定

する等、情報共有の範囲を最小限とする。 

④ 応募書類及び他府省からの情報等により「不合理な重複」又は「過度の集中」と

認められる場合は、その程度に応じ、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分

を行う。 

 

 なお、本指針の運用に当たっては、競争的な研究環境を醸成すれば、優秀な研

究者がより多くの研究費や研究課題を獲得することも考えられ、競争的資金の重

複や集中の全てが不適切というわけではないことに十分留意する必要がある。 

 

３．不正経理及び不正受給への対応 

 関係府省は、競争的資金の不正使用又は不正受給を行った研究者及びそれに共謀した

研究者に対し、以下の措置を講ずるものとする。なお、独立行政法人等が有する競争的

資金については、同様の措置を講ずるよう主務省から当該法人に対して要請するものと

する。 
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（１）不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当該競争的資金への応

募資格を制限することのほか、他府省を含む他の競争的資金担当課に当該不正使用の

概要（不正使用をした研究者名、制度名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、

不正の内容、講じられた措置の内容等）を提供することにより、他府省を含む他の競

争的資金担当課は、所管する競争的資金への応募を制限する場合があるとし、その旨

を公募要領上明記する。 

 この不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する応募の制限の期間

は、不正の程度により、原則、補助金等を返還した年度の翌年度以降２から５年間と

する。 

（２）偽りその他不正な手段により競争的資金を受給した研究者及びそれに共謀した研究

者に対し、当該競争的資金への応募資格を制限することのほか、他府省を含む他の競

争的資金担当課に当該不正受給の概要（不正受給をした研究者名、制度名、所属機関、

研究課題、予算額、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容等）を提供するこ

とにより、他府省を含む他の競争的資金担当課は、所管する競争的資金への応募を制

限する場合があるとし、その旨を公募要領上明記する。 

 この不正受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する応募の制限の期間

は、原則、補助金等を返還した年度の翌年度以降５年間とする。 

 

４．研究上の不正行為への対応 

 関係府省は、競争的資金による研究論文・報告書等において、研究上の不正行為（捏

造、改ざん、盗用）があったと認定された場合、以下の措置を講ずるものとする。なお、

独立行政法人等が有する競争的資金については、同様の措置を講ずるよう主務省から当

該法人に対して要請するものとする。 

（１）当該競争的資金について、不正行為の悪質性等を考慮しつつ、全部又は一部の返還

を求めることができることとし、その旨を競争的資金の公募要領上明記する。 

（２）不正行為に関与した者については、当該競争的資金への応募資格を制限することの

ほか、他府省を含む他の競争的資金担当課に当該研究不正の概要（研究機関等におけ

る調査結果の概要、不正行為に関与した者の氏名、所属機関、研究課題、予算額、研

究年度、講じられた措置の内容等）を提供することにより、他の競争的資金への応募

についても制限する場合があるとし、その旨を競争的資金の公募要領上明記する。 

 これらの応募の制限の期間は、不正行為の程度等により、原則、不正があったと認

定された年度の翌年度以降２から10年間とする。 

（３）不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文・報告書等の責任

者としての注意義務を怠ったこと等により、一定の責任があるとされた者については、

上記(2)と同様とし、その旨を公募要領上明記する。 

 この応募の制限の期間は、責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定さ

れた年度の翌年度以降１から３年間とする。 

 

５．その他 

（１）上記の「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除並びに不正使用及び不正受給へ

の対応の取組みは、公募要領の改正等の所要の手続きを経た上で、平成17年9月以降公
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募を行うものから、順次実施することとする。 

 なお、平成17年度の公募分については、本指針の趣旨に従い、可能な範囲で対応す

る。 

（２）上記の「研究上の不正行為への対応」の取組みは、公募要領の改正等の所要の手続

きを経た上で、平成18年11月以降公募を行うものから、順次実施することとする。 

 なお、平成18年度の公募分については、本指針の趣旨に従い、可能な範囲で対応す

る。 

（３）不正使用・不正受給、研究上の不正行為に関連して応募資格を制限された者の情報

については、内閣府が一元的に管理する。 

（４）関係府省は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき研究者等の

個人情報の適正な取扱い及び管理を行うものとする。なお、競争的資金を所管する独

立行政法人等に対し、主務省から独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する

法律等に基づき同様の措置を行う旨、要請するものとする。 

（５）本指針は、その運用状況等を踏まえて必要に応じ見直すとともに、本連絡会として

は、総合科学技術会議における議論等を踏まえ、今後とも必要な対応を行っていく。 

 

 

 

 

（別紙） 

競争的研究資金に関する関係府省連絡会名簿 

 

 

内閣府政策統括官（科学技術政策担当）付参事官 

総務省情報通信政策局技術政策課長 

文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課長 

厚生労働省大臣官房厚生科学課長 

農林水産省農林水産技術会議事務局先端産業技術研究課長 

経済産業省産業技術環境局産業技術政策課長 

国土交通省大臣官房技術調査課長 

環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室長 
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資料６ 

競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 

 
平成１３年４月２０日 
競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ 

１．本指針の目的 
間接経費の目的、額、使途、執行方法等に関し、各府省に共通の事項を定めることに

より、当該経費の効果的かつ効率的な活用及び円滑な運用に資すること。 
 
２．定義 

「配分機関」・・・競争的資金の制度を運営し、競争的資金を研究機関又は研究者に配

分する機関。 
「被配分機関」・・競争的資金を獲得した研究機関又は研究者の所属する研究機関。 
「直接経費」・・・競争的資金により行われる研究を実施するために、研究に直接的に

必要なものに対し、競争的資金を獲得した研究機関又は研究者が使

用する経費。 
「間接経費」・・・直接経費に対して一定比率で手当され、競争的資金による研究の実

施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、被配分機関が使用

する経費。 
 
３．間接経費導入の趣旨 

競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費を、直接経費に対

する一定比率で手当することにより、競争的資金をより効果的・効率的に活用する。ま

た、間接経費を競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機

能の向上に活用することにより、研究機関間の競争を促し、研究の質を高める。 
 
４．間接経費運用の基本方針 
（１）配分機関にあっては、被配分機関において間接経費の執行が円滑に行われるよう努

力すること。また、間接経費の運用状況について、一定期間ごとに評価を行うこと。 
（２）被配分機関にあっては、間接経費の使用に当たり、被配分機関の長の責任の下で、

使用に関する方針等を作成し、それに則り計画的かつ適正に執行するとともに、使途

の透明性を確保すること。なお、複数の競争的資金を獲得した被配分機関においては、

それらの競争的資金に伴う間接経費をまとめて効率的かつ柔軟に使用すること。 
 
５．間接経費の額 

間接経費の額は、直接経費の３０％に当たる額とすること。この比率については、実

施状況を見ながら必要に応じ見直すこととする。 
 
６．間接経費の使途 



 73

間接経費は、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機

能の向上に活用するために必要となる経費に充当する。具体的な項目は別表１に規定す

る。 
なお、間接経費の執行は、本指針で定める間接経費の主な使途を参考として、被配分

機関の長の責任の下で適正に行うものとする。 
 
７．間接経費の取り扱い 

間接経費の取り扱いは、被配分機関及び資金提供の類型に応じ、別表２の分類に従う

こと。 
 
８．報告 

被配分機関の長は、毎年度の間接経費使用実績を翌年度の６月３０日までに、別紙様

式により配分機関に報告すること。 
 
９．その他 

本指針に定めるもののほか、間接経費の執行・評価に当たり必要となる事項について

は、別途定めることとする。また、本指針は、今後の執行状況を踏まえ、随時見直すこ

ととする。 



 

 

間接経費の主な使途の例示（別表１） 

 
被配分機関において、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以

下のものを対象とする。 
 
○ 管理部門に係る経費 

－管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 
－管理事務の必要経費 
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内

外旅費、会議費、印刷費 
など 

 
○ 研究部門に係る経費 
－共通的に使用される物品等に係る経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、

会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 
－当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、

通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 
－特許関連経費 
－研究棟の整備、維持及び運営経費 
－実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 
－研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 
－設備の整備、維持及び運営経費 
－ネットワークの整備、維持及び運営経費 
－大型計算機（スパコンを含む）の整備、維持及び運営経費 
－大型計算機棟の整備、維持及び運営経費 
－図書館の整備、維持及び運営経費 
－ほ場の整備、維持及び運営経費 

など 
 
○ その他の関連する事業部門に係る経費 
－研究成果展開事業に係る経費 
－広報事業に係る経費 

など 
 

※ 上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判

断した場合、執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対

象外とする。 
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被配分機関の種類等による間接経費の取扱い整理表（別表２） 

 

 *留意点：配分機関により、運用は異なることがある（民間企業の取り扱い等）。 
 
 
 

委託費 個人補助金 機関補助金 支出委託

（政府出資金等） （国庫補助金） （国庫補助金）
（国研所管省庁

一般会計）
国立大学、
大学共同利
用機関等

　受託機関に国立
学校特別会計の
（項）産学連携等
研究費（目）産学
連携等研究費とし
て配分

※出資金事業等、
地球環境研究総合
推進費

　研究者から所属
機関に納付
　所属機関に国立
学校特別会計の
（項）産学連携等
研究費（目）産学
連携等研究費とし
て配分

※科研費、ミレニ
アム公募等

　文部科学省から
被配分機関に一般
会計の（項）科学
技術振興調整費と
して配分

※振興調整費

国立試験研
究機関等

　年度途中におけ
る予定外の受託が
出来ないため、そ
の際は配分不可能

　研究者から所属
機関に納付して
も、それに連動す
る歳出科目が無い
ため配分不可能

　国研所管省庁か
ら被配分機関に一
般会計の（項）科
学技術振興調整費
等として配分

※振興調整費、地
球環境研究総合推
進費

独立行政法
人

　委託者から受託
者に配分

※出資金事業、振
興調整費等

　研究者から所属
機関に納付

※科研費、ミレニ
アム公募等

　国から被配分
機関に配分

公立大学、
公設試験研
究機関

　委託者から都道
府県等に配分 （都
道府県議会等にお
ける予算の審議を
経て執行）

※出資金事業、振
興調整費等

　研究者から所属
機関への納付を経
て都道府県等に配
分 （都道府県議会
等における予算の
審議を経て執行）

※科研費、ミレニ
アム公募等

　国から都道府
県等に配分（都
道府県議会等に
おける予算の審
議を経て執行）

特殊法人、
公益法人
民間企業、
私立大学

　委託者から受託
者に配分

※出資金事業、振
興調整費等

　研究者から所属
機関に納付
　
※科研費、ミレニ
アム公募等

　国から被配分
機関に配分

※ミレニアム公
募等

被配分機関
の種類

資金提供の形態
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